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Ⅰ 平成２３年第１回県議会定例会提出議案等一覧

（予 算）

１ 平成２３年度 茨城県一般会計予算

２ 平成２３年度 茨城県物品調達特別会計予算

３ 平成２３年度 茨城県競輪事業特別会計予算

４ 平成２３年度 茨城県公債管理特別会計予算

５ 平成２３年度 茨城県市町村振興資金特別会計予算

６ 平成２３年度 茨城県鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計予算

７ 平成２３年度 茨城県母子・寡婦福祉資金特別会計予算

８ 平成２３年度 茨城県立医療大学付属病院特別会計予算

９ 平成２３年度 茨城県中小企業事業資金特別会計予算

１０ 平成２３年度 茨城県農業改良資金特別会計予算

１１ 平成２３年度 茨城県林業・木材産業改善資金特別会計予算

１２ 平成２３年度 茨城県沿岸漁業改善資金特別会計予算

１３ 平成２３年度 茨城県霞ケ浦開発事業農業用水負担金償還円滑化事業特別会計予算

１４ 平成２３年度 茨城県公共用地先行取得事業特別会計予算

１５ 平成２３年度 茨城県港湾事業特別会計予算

１６ 平成２３年度 茨城県都市計画事業土地区画整理事業特別会計予算

１７ 平成２３年度 茨城県病院事業会計予算

１８ 平成２３年度 茨城県水道事業会計予算

１９ 平成２３年度 茨城県工業用水道事業会計予算

２０ 平成２３年度 茨城県地域振興事業会計予算

２１ 平成２３年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計予算

２２ 平成２３年度 茨城県流域下水道事業会計予算
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平成２３年第１回県議会定例会提出議案等一覧

（条 例）

１ 茨城県職員定数条例の一部を改正する条例

２ 茨城県行政組織条例の一部を改正する条例

３ 茨城県手数料徴収条例の一部を改正する条例

４ 茨城県県税条例の一部を改正する条例

５ 茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

６ 茨城県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例

７ 茨城県医療施設耐震化臨時特例基金条例の一部を改正する条例

８ 茨城県認定こども園の認定基準に関する条例の一部を改正する条例

９ 茨城県工業技術センターの使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

１０ 茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

１１ 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

１２ 茨城県流域下水道事業基金条例

１３ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び病院事業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部を改正する条例

１４ 茨城県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

１５ 茨城県地方警察職員定員条例の一部を改正する条例

（そ の 他）

１６ 包括外部監査契約の締結について

１７ 男女共同参画の推進に関する基本的な計画について

１８ 水戸市，日立市，北茨城市，笠間市，ひたちなか市，茨城町，城里町及び日立・高萩広域下水

道組合に係る汚泥焼却炉施設等の建設及び維持管理に関する事務の委託に関する規約の変更に

ついて

１９ 霞ケ浦常南，霞ケ浦湖北，霞ケ浦水郷，那珂久慈，利根左岸さしま，鬼怒小貝及び小貝川東部

流域下水道の維持管理に要する費用に係る関係市町村の負担額について
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Ⅱ 平成２３年度当初予算案の概要

１ 予算編成の基本的考え方

・ 我が国の経済は、景気が一部に持ち直しに向けた動きがみられるものの足踏み状態にあり、

失業率も高水準にあるなど依然として厳しい状況にある。

県内の景気についても、改善の動きが一服しているとともに、雇用情勢は、有効求人倍率

が全国平均を下回る状況が続いている。

・ 本県財政は、景気の一部の持ち直しなどにより、平成２３年度の県税収入に若干の改善が

見込まれるものの、ピーク時（平成１９年度決算）の７割程度と依然として低水準である。

一方、国の地方財政計画において、一般財源総額が平成２２年度と同水準に確保されたが、

三位一体改革前の水準には及ばず、他方、歳出面では、公債費や医療・福祉関係経費の増加

などが見込まれ、依然として厳しい財政状況が続いている。

・ このような中、平成２３年度の当初予算編成に当たっては、新たな県総合計画のスタート

の年であることから、県民一人ひとりが、質の高い生活環境のもとで安全、安心、快適に暮

らすことができる「生活大県」を目指し、施策の選択と集中を進め、以下に掲げる重要政策

に積極的に取り組むこととした。

○ 住みよいいばらきづくり

・ 医師確保対策の拡充や救急医療体制の整備など、地域医療の充実

・ 未婚男女の出会いの場づくりや保育料の助成など、社会全体で取り組む子育て支援

・ 防犯パトロールの強化や通学路への歩道整備など、安全・安心な地域づくり

・ 中小企業の省エネルギー対策や計画的な森林間伐の推進など、低炭素社会の実現に

向けた取組 など

○ 人が輝くいばらきづくり

・ 本県独自の少人数教育の推進など、確かな学力の定着・向上

・ 理科教育・英語教育の充実など、科学技術や国際社会を担う人材の育成

・ 障害者の社会参加の促進、高齢者への支援活動やひきこもり等の相談体制の充実な

ど、支え合う社会づくり など

○ 活力あるいばらきづくり

・ 中性子利用の研究拠点整備や中小企業の成長分野進出支援など、競争力ある産業の

育成

・ 農産物等の高品質化や販売強化など、農林水産業の成長産業化

・ 観光客の誘客促進や茨城空港の積極的利活用など、広域的な観光・交流の推進

・ いばらきの魅力再発見や県外向け情報発信の強化など、いばらきのイメージアップ

推進 など

あわせて、県内景気を着実な回復軌道に乗せるため、公共事業など投資的経費の確保や、

正規雇用化を推進する研修・雇用一体型事業などの経済・雇用対策について、引き続き重点

的に取り組むこととした。

・ さらに、「生活大県」づくりを着実に進めていくためには、確固とした財政基盤を確立す

ることが何よりも重要であることから、「第５次行財政改革大綱」等に基づき、引き続き徹

底した行財政改革に取り組んでいくものとする。特に、多額の将来負担額を抱える保有土地

に関しては、将来負担額の計画的な解消に全力で取り組み、財政の健全化を強力に推進する。
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２ 重点施策のポイント

（１）生活大県づくりの推進

１ 住みよいいばらきづくり

（１）医療・保健・福祉が充実した安心できる社会づくり

・ 医師修学資金や女性医師の就業支援の拡充等による医療従事者の養成・確保

・ 救急医療情報システムの整備や救急患者受入れのための空床確保など、救急医療体制の整備

・ 結婚や子育ての喜びを伝える婚活応援のためのフォーラムの開催

・ 子育て家庭の負担を軽減するため、保育所に複数入所している家庭への助成

・ 児童虐待の未然防止・早期発見のための対応強化

・ こども福祉医療センターの民立民営型への移行等に伴う施設整備への支援

・ 老人福祉施設の新設・増築等の整備や介護職員の処遇改善に対する助成

（２）安全で安心して暮らせる社会づくり

・ 自動車盗の犯罪防止や通り魔事件の未然防止等のためのパトロール強化

・ 学校から保護者へ、事件・事故等の緊急情報を伝えるメール配信システムの整備

・ 事業所を対象とした、交通マナーアップのための実践型研修の実施等

・ 日常生活に密着した通学路への歩道設置や交通危険箇所等の整備

・ 安心・安全な消費生活の確保のための相談体制の整備及び消費者教育の充実等

・ 県立学校施設の改築や耐震化の推進

（３）みんなで取り組む地球にやさしい環境づくり

・ 地球温暖化防止のための二酸化炭素削減拡大プロジェクトの推進

（中小企業の省エネルギー対策等のための専門家の派遣や融資制度の拡充、

新県地球温暖化対策実行計画の実践に向けた県民説明会や企業訪問の実施等）

・ 森林湖沼環境税を活用した、森林の整備や霞ケ浦等湖沼・河川の水質保全

（荒廃した森林の緊急間伐、平地林・里山林の整備、地域材使用住宅に対する支援等、

高度処理型浄化槽の設置促進、下水道等への接続促進、畜産排水処理方式の実証実験等）

（４）人にやさしい良好な生活環境づくり

・ 広域的なバス路線の維持・確保・活性化のための実証運行の実施

・ ＮＰＯ等の多様な担い手の連携による地域の諸課題解決に向けた取組支援

・ 身体障害者等が安心して車いすマーク駐車場を利用できるよう、利用証を発行

・ 外国語対応医療機関情報の充実など、外国人に対する医療体制の整備

２ 人が輝くいばらきづくり

（１）いばらきを担うたくましい人づくり

・ 小学生の理科への興味関心向上のための特別講師による理科実験の実践指導等

・ 国際社会で活躍する人材育成のため、小学校・中学校・高等学校における英語教育を推進

・ 小学１～４年生及び中学１年生における少人数学級の推進

・ 全小学校での夏休み学びの広場開設など、学力向上対策の推進

・ 高校生の就職率向上のため、企業連携コーディネーターによる求人開拓の実施

・ 中学校の運動部を対象とした専門コーチの派遣等による競技力の向上

・ 私立幼稚園、小学校、中学校、高等学校等に対する経常費の助成
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（２）豊かな人間性をはぐくむ地域づくり

・ 青少年健全育成活動への支援による「いばらき青少年・若者プラン」の推進

・ 児童生徒に対し、プロオーケストラ等の優れた文化芸術に触れる機会を提供

・ 家庭の教育力向上のための意識啓発の実施

・ 放課後における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりの推進

・ 小学３～６年生を対象にした「地域自慢」の募集、表彰、県内外への発信

（３）互いに認め合い支え合う社会づくり

・ 県総務事務センターにおける身体障害者、知的障害者の雇用

・ 先進的事業所の取組紹介など、男女共同参画に関する普及啓発の実施

・ ひきこもり地域支援センター（仮称）の設置等による相談体制・研修事業等の拡充

・ 地域における自殺対策強化のための研究モデル事業の実施等

３ 活力あるいばらきづくり

（１）日本や世界をリードする科学技術創造立県の実現

・ 中性子を利用したがん治療の臨床研究を行う最先端医療研究拠点の整備

・ 公設試験研究機関と県内の企業、大学等の連携による共同研究の実施

・ Ｊ－ＰＡＲＣ内の県中性子ビームラインの産業利用の推進

（２）国内外の競争に打ち勝つ力強い産業づくり

・ 次世代自動車等成長分野への中小企業の参入を促進するための共同研究等

・ 地域コミュニティの拠点としての魅力ある商店街づくりに対する助成

・ 中小企業の資金繰りに対応するため、セーフティネット融資等の新規融資枠を拡充

・ 中国食品展示会への出展支援など、中小企業の食品輸出ビジネスに対する支援

・ 製造業等の振興を図るため、ものづくり産業における人材養成プログラムの策定

（３）日本の食を支える食料供給基地づくり

・ 新農業改革大綱の実現に向け、高品質化や販路拡大等の新たな取組を支援

・ 海外や首都圏での販売促進活動の実施など、県産農林水産物の販路開拓

・ 規模拡大を図る農業経営者に対する機械・施設等整備への助成

・ カバークロップの作付や冬期湛水管理など、環境保全型農業への支援

・ 水産物の産地市場の集荷力強化、需要拡大のための情報発信等

（４）人・もの・情報が活発に行き交う交流社会づくり

・ 茨城空港の就航促進及び利用促進活動等の展開

・ 韓国人・中国人観光客の誘客促進を目的とした、観光ＰＲ及び旅行商品の造成

・ 常陸秋そばのブランド発信の強化及び生産基盤の安定化のための支援

・ テレビ等を有効に活用した、本県イメージアップのための県外向け情報発信の強化

・ いばらき大使による母校での講演会開催など、県民参加型の魅力発信事業の展開

・ 茨城港常陸那珂港区、圏央道、筑西幹線道路等の根幹的な事業の着実な推進

※ 特に、子育て支援や医療・介護、弱者対策等に係る施策を充実

（国交付金による基金の積極的活用：２４２億円（＋７３億円））

【主な新規施策】

・ＤＶ、犯罪被害者、ひきこもり等の弱者対策等 ・児童虐待防止の強化

・高齢者等を支援する地域支え合い体制づくり ・新しい公共に対する支援

・子宮頸がん予防ワクチン等の接種の促進
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（２）経済・雇用対策

１ 経済対策

・ 中小企業の支援

○ 中小企業の資金繰り支援（中小企業融資資金貸付金）

・セーフティネット融資等の新規融資枠の拡充

新規融資枠（セーフティネット融資） ５２６億円（＋４７６億円）

※国の緊急保証制度の期限到来による緊急経済対策融資の廃止（Ｈ２２）に伴う措置

○ 成長分野への中小企業の参入促進

・成長４分野における共同研究・研究開発等の支援 ０．４億円（新規）

※成長４分野：次世代自動車、環境・新エネルギー、健康・医療機器、食品

・ 投資的経費の確保

○ 公共事業（特別会計を含む） １，１５７億円（＋ ０．８％）※執行規模

・平成２２年度１月補正予算と一体的に実施

※執行規模 Ｈ２３：1,157億円（当初予算 1,018億円＋１月補正 139億円）

Ｈ２２：1,147億円（当初予算 1,112億円＋最終補正 35億円）

○ 非公共事業（一般会計） ２９３億円（＋１９．６％）

・国交付金による基金を活用し、社会福祉施設等の整備・改修を促進

２ 雇用対策

○ 事業規模 １２３億円(6,500人以上の雇用創出) ※H22当初：91億円、5,200人

うち県事業 ８２億円(3,800人以上の雇用創出) ※H22当初：60億円、3,000人

【正規雇用化の推進】

①研修・雇用一体型事業(１５億円、900人（＋100人）)

拡充 大卒等未就職者人材育成（150人（皆 増））※９月補正で100人措置

ものづくり産業の担い手（ 70人（＋40人））

継続 福祉・介護職員確保（500人）、看護職員人材確保（33人）、

農業の担い手（40人）、林業・特用林産物生産の担い手（53人）、

空港ハンドリング業務人材確保（31人）等

②就職支援 新規卒業者緊急就職支援（60人）、高等学校進路指導支援（40人）

特別支援学校就労支援（18人）等

【重点分野における雇用創出】

①介護・福祉・医療分野 児童福祉施設子育て支援体制緊急整備事業 等

②教育・文化分野 中学校生活スタート支援事業 等

③環境・エネルギー分野 風力発電立地可能性調査事業 等

④農林水産分野 茨城農林水産物新商品開発事業 等

⑤観光分野 外国人観光客誘客促進事業 等
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（３）財政健全化に向けた取組

１ 保有土地対策

・ 保有土地等に係る実質的な将来負担見込額（平成２１年度末：１，８９０億円）につ

いて、平準化を図りながら対策を講じていく。

○ 平成２３年度対策額（一財ベース） １１０億円 ※H22当初：118億円

・土地開発公社関係（経営支援補助金、9.7億円）

・桜の郷整備事業関係（将来負担見込額の計画的な支払、8.6億円）

・開発公社関係（経営支援補助金、１５億円）

・公共工業団地関係（過年度利子相当額の一部支払・現年度利子の支払、２８億円）

・ＴＸ沿線開発関係（現年度利子に対する支援、２１億円）

・第三セクター等改革推進債の償還（２８億円）

２ 財政構造改革

・ 第５次行財政改革大綱に掲げた財政健全化目標の達成と、毎年度、恒常的に生じる財

源不足の解消に向け、徹底した行財政改革に取り組む。

【財政健全化目標の達成状況】

○ 県債管理基金からの繰替運用の縮減

前年度より５０億円縮減

（H22当初）110億円 → （H23当初）60億円

○ 県債残高（国の地方財政対策による特例的県債を除く）の縮減

平成22年度末見込み(１月補正予算後）より３３７億円縮減

（H22末見込）1兆4,314億円 → （H23末見込) 1兆3,977億円

○ プライマリーバランスの黒字化

前年度より３３２億円改善しているものの、２２２億円の赤字

＊特例的県債である臨時財政対策債を除くと、７４４億円の黒字

【財源確保対策】

○歳出改革・・・人件費の抑制や事務事業の見直しなど ９２億円程度

○歳入確保・・・自主財源の確保や特別会計資金の活用など ３８億円程度
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３ 平成２３年度当初予算案の規模

平成２３年度当初予算案の一般会計の規模は、１兆４０１億１１百万円、

対前年度当初比▲３．３％。

・ 歳出規模が▲３．３％となったのは、県住宅供給公社の解散により、公社対策関連予算

が大幅に減額となることが大きな要因。

・ 住宅供給公社対策関連予算を除いた比較では▲０．５％と、前年度を若干下回る規模。

（単位：百万円、％）

区 分 Ｈ22 Ｈ23 増減率

一般会計 1,075,315 1,040,111 ▲ 3.3

(1,042,669) (1,037,336) (▲ 0.5)

特別会計 269,434 207,257 ▲23.1

企業会計 99,233 109,968 10.8

計 1,443,982 1,357,336 ▲ 6.0

（注）（ ）内は、住宅供給公社対策を除いた伸び率

【当初予算額の推移】

区 分 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23案

当初予算額 1兆241億円 1兆603億円 1兆568億円 1兆766億円 1兆753億円 1兆401億円

対前年度増減額 ▲79億円 362億円 ▲35億円 198億円 ▲13億円 ▲352億円

【当初予算伸び率の推移】 （単位：％）

区 分 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23案

県一般会計 ▲4.1 ▲0.1 0.9 ▲1.1 ▲2.3 ▲0.8 ▲0.8 ▲0.8 3.5 ▲0.3 1.9 ▲0.1 ▲3.3

(▲1.5) (▲0.1) (▲0.5)

地財計画 1.6 0.5 0.4 ▲1.9 ▲1.5 ▲1.8 ▲1.1 ▲0.7 ▲0.0 0.3 ▲1.0 ▲0.5 0.5

うち一般歳出 1.8 ▲0.9 ▲0.6 ▲3.3 ▲2.0 ▲2.3 ▲1.2 ▲1.2 ▲1.1 0.0 0.7 0.2 0.8

国一般会計 5.4 3.8 ▲2.7 ▲1.7 0.7 0.4 0.1 ▲3.0 4.0 0.2 6.6 4.2 0.1

うち一般歳出 5.3 2.6 1.2 ▲2.3 0.1 0.1 ▲0.7 ▲1.9 1.3 0.7 9.4 3.3 1.2

（注）（ ）内は、特殊要因を除いた伸び率

Ｈ19：住宅供給公社・土地開発公社対策

Ｈ21：開発公社対策及び国営土地改良地元負担金繰上償還

Ｈ23：住宅供給公社対策
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４ 歳入の状況

① 県税

県税は、３，０６６億円の計上で、対前年度比＋３．７％、１０８億円の増。

・ 県税収入総額は、＋３．７％、１０８億円の増となるものの、依然として低い水準。

（ピーク時（平成１９年度決算：４，１５９億円）の７割程度）

・ 実質的県税ベース（県税、地方消費税清算金及び地方法人特別譲与税の合計額）では、

前年度比＋６．０％、２０４億円の増で、３，５６９億円。

・ 法人２税は、企業業績の回復により、前年度比＋２２．３％、１１４億円の増で、

６２７億円。

・ 自動車税は、軽自動車への乗換え等による課税台数の減等により、前年度比▲３．０

％、１６億円の減。

【主な税目の前年度比較】 （単位：百万円、％）

税 目 Ｈ22 Ｈ23 増 減 増減率 増減の理由

法 人 ２ 税 51,234 62,677 11,443 22.3 企業収益の増

個 人 県 民 税 96,106 96,538 432 0.4 課税所得金額の増

自動車取得税 5,133 4,365 ▲ 768 ▲15.0 新車販売台数の減（エコカー補助金終了）

自 動 車 税 53,375 51,774 ▲ 1,601 ▲ 3.0 課税台数の減

軽 油 引 取 税 27,644 29,602 1,958 7.1 申告数量の増

県税収入計 295,763 306,608 10,845 3.7

【実質的県税の前年度比較】 （単位：百万円、％）

区 分 Ｈ22 Ｈ23 増 減 増減率 備 考

県 税 収 入 ① 295,763 306,608 10,845 3.7

地方消費税清算金 ② 11,718 15,144 3,426 29.2

①＋② 307,481 321,752 14,271 4.6 地財計画 4.4

地方法人特別譲与税 ③ 29,105 35,191 6,086 20.9

実質的県税 ①+②+③ 336,586 356,943 20,357 6.0 地財計画 5.9

【県税伸び率の推移】 （単位：％）

区 分 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23

当初予算額ﾍﾞｰｽ ▲ 7.6 ▲ 7.4 8.8 5.1 7.8 21.4 1.1 ▲16.4 ▲15.9 3.7
(9.2)

地方消費税清算金及び ▲ 8.7 ▲ 7.0 9.6 4.1 7.4 18.4 0.4 ▲11.3 ▲12.0 6.0
地方法人特別譲与税含み (6.9)

（注）（ ）内は、税源移譲を除いた伸び率
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② 地方交付税等

地方交付税は、１，７６７億円の計上、対前年度比＋２．１％。

臨時財政対策債は、９６６億円、対前年度比▲１６．０％、１８４億円の減。

・ 地方交付税は、国の地方財政計画において、既定の加算とは「別枠」の加算が維持され

たこと等により、０．５兆円の増額がなされたため、前年度比＋２．１％、３７億円増

の１，７６７億円を計上。

・ 一方で、臨時財政対策債は、地方財政計画において、地方財政の健全化の観点から大幅

な縮減が図られたため、前年度比▲１６．０％、１８４億円減の９６６億円を計上。

・ 地方交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的地方交付税では２，７３３億円となり、

１４７億円の減（前年度比▲５．１％）。

【実質的地方交付税の前年度比較】 （単位：百万円、％）

区 分 Ｈ22 Ｈ23 増 減 増減率 地財計画

地 方 交 付 税 173,000 176,700 3,700 2.1 2.8

臨時財政対策債 115,000 96,600 ▲18,400 ▲16.0 ▲20.1

実質的地方交付税 288,000 273,300 ▲14,700 ▲ 5.1 ▲ 4.3

③ 県債

県債は、総額で１，５３５億円を計上、対前年度比▲１３．５％。

公共投資に充てた県債は、５３９億円で、対前年度比▲７．８％。

・ 臨時財政対策債の縮減により、県債総額は４年ぶりの減（▲２４０億円）。

・ 一般財源としての地方債（臨時財政対策債）を除いた県債（通常県債）計上額は５６９

億円で、前年度比▲８．９％。

・ 公共投資に充てた県債計上額は５３９億円で、前年度比▲７．８％。

・ 予算額に占める県債の割合を示す県債依存度は、臨時財政対策債の大幅な減により、

１４．８％と１．７ポイント改善（Ｈ２２当初：１６．５％）。

・ 通常県債（公共投資に充てる県債、退職手当債及び第三セクター等改革推進債）に係る

県債残高は、平成２３年度末（見込み）では１兆３，９７７億円となり、平成２２年度末

（見込み）に比べ３３７億円縮減。

・ 一方で、特例的県債に係る県債残高は、近年の臨時財政対策債等の大幅な増額発行によ

り、平成２３年度末（見込み）は６，０８２億円。これにより、通常県債と特例的県債を

合わせた県債残高（平成２３年度末見込み）は２兆５９億円。
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【県債の前年度比較】 （単位：百万円、％）

区 分 Ｈ22 Ｈ23 増 減 増減率 備 考

通 常 県 債 62,480 56,898 ▲ 5,582 ▲ 8.9

公共投資に充てた県債 58,480 53,898 ▲ 4,582 ▲ 7.8

退 職 手 当 債 4,000 3,000 ▲ 1,000 ▲25.0

特 例 的 県 債 115,000 96,600 ▲18,400 ▲16.0 臨時財政対策債

合 計 177,480 153,498 ▲23,982 ▲13.5 地財計画▲14.9

【県債残高の推移】 （単位：兆円）

区 分 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23

通 常 県 債 1.39 1.41 1.42 1.42 1.43 1.42 1.40 1.41 1.43 1.40

公共投資に充てた県債・退職手当債 1.39 1.41 1.42 1.42 1.43 1.42 1.40 1.41 1.39 1.36

第三セクター等改革推進債 － － － － － － － － 0.04 0.04

特 例 的 県 債 0.10 0.17 0.22 0.25 0.28 0.30 0.34 0.43 0.53 0.61

合 計 1.49 1.58 1.64 1.67 1.71 1.72 1.74 1.84 1.96 2.01

（注）Ｈ21までは決算額、Ｈ22は１月補正後見込み、Ｈ23は当初予算時見込み

「特例的県債」：地方の財源不足を補うために、国の制度に基づき発行する特例的な県債

（臨時財政対策債、減収補てん債など）

④ 繰入金

財源不足に対する緊急避難的措置として、県債管理基金からの繰替運用は、

６０億円（対前年度比▲４５．５％）を計上。

・ 県債管理基金からの借入れ（繰替運用）については、第５次行財政改革大綱の財政健全

化目標等を踏まえて、前年度以下に抑制し、６０億円を計上。

【繰入金（一般財源分）の前年度比較】 （単位：百万円、％）

区 分 Ｈ22 Ｈ23 増 減 増減率 備 考

県債管理基金からの繰替運用 11,000 6,000 ▲ 5,000 ▲45.5

特 別 会 計 繰 入 金 909 671 ▲ 238 ▲26.2

合 計 11,909 6,671 ▲ 5,238 ▲44.0
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○ 実質的県税、実質的地方交付税、繰入金（一般財源分）とその他の地方譲与税等を合わ

せた実質的な一般財源総額から、県債管理基金からの繰替運用分を除くと、６，４９０億

円となり、対前年度比４９億円の増（＋０．８％）。

【一般財源総額の前年度比較】 （単位：百万円、％）

区 分 Ｈ22 Ｈ23 増 減 増減率 備 考

実質的県税 336,586 356,943 20,357 6.0 地財計画 5.9

実質的地方交付税 288,000 273,300 ▲14,700 ▲ 5.1 地財計画▲4.3

繰入金（一般財源分） 11,909 6,671 ▲ 5,238 ▲44.0

その他の地方譲与税等 18,634 18,122 ▲ 512 ▲ 2.7

合 計 655,129 655,036 ▲ 93 ▲ 0.0

県債管理基金からの繰替運用除き 644,129 649,036 4,907 0.8 地財計画 0.1

（注）その他の地方譲与税等は、地方法人特別譲与税以外の地方譲与税及び地方特例交付金等

の合計額
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５ 歳出の状況

【歳出（性質別内訳）の前年度比較】 （単位：百万円、％）

区 分 Ｈ22 Ｈ23 増 減 増減率 備 考

義 務 的 経 費 492,710 492,379 ▲ 331 ▲ 0.1

人 件 費 339,308 334,186 ▲ 5,122 ▲ 1.5 地財計画 ▲ 1.9

公 債 費 133,166 137,460 4,294 3.2 〃 ▲ 1.2

扶 助 費 20,236 20,733 497 2.5

投 資 的 経 費 128,876 125,099 ▲ 3,777 ▲ 2.9 地財計画 ▲ 5.1

補 助 投 資 89,018 82,992 ▲ 6,026 ▲ 6.8 〃 ▲ 5.1

単 独 投 資 39,858 42,107 2,249 5.6 〃 ▲ 5.0

一 般 行 政 費 372,640 340,307 ▲32,333 ▲ 8.7 〃 4.7

税 交 付 金 等 81,089 82,326 1,237 1.5

合 計 1,075,315 1,040,111 ▲35,204 ▲ 3.3 地財計画 0.5

① 義務的経費

義務的経費は、対前年度比▲０．１％、４，９２４億円を計上。歳出全体

に占める構成比は４７．４％（前年度 ４５．９％）。

・ 人件費は、期末・勤勉手当の減額（０．２０月分）や給与改定（行政職４０歳台以上平

均▲０．１％）、定年退職者の減等により、▲１．５％。

・ 公債費は、近年の臨時財政対策債等の特例的県債の大幅な増額発行や、第三セクター等

改革推進債の償還開始等により、＋３．２％。

・ 扶助費は、生活保護費等の増により、＋２．５％。

② 投資的経費

投資的経費は、国交付金による基金を活用し、障害者福祉施設や介護施設

の整備、医療施設の耐震化等を促進することにより、総額としては、

１，２５１億円を計上、対前年度比▲２．９％（地財計画▲５．１％）。

［国補公共］

・ 国補公共事業（特別会計含み）のうち、補助事業については、陸・海・空の交通ネット

ワークづくりのため、高速道路のアクセスや筑西幹線道路等緊急性の高いプロジェクトに

重点化するとともに、あわせて生活・防災関連事業等についても必要額を確保。

・ 農林水産業関係については、農業改革を推進するためのほ場、畑地基盤整備事業及び森

林湖沼環境税による間伐等について必要額を確保。
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・ 直轄事業（首都圏中央連絡自動車道、常陸那珂港区等）については、所要額を計上。国

補公共事業全体としては、前年度比▲８．９％の７９９億円を計上。

［県単公共］

・ 県単公共事業（特別会計含み）については、市町村合併支援道路の受託事業が大幅に減

少するため（Ｈ22：５３億円→Ｈ23：４５億円）、前年度比▲６．７％となっているが、

これを除けば、地財計画並みの▲５．０％、２１９億円を確保。

・ 「安心安全な生活道路整備費」など日常生活に密接に関わる事業や維持管理経費につい

て重点的に事業費を確保。

［公共事業全体］

・ 平成２２年度１月補正（経済対策分）をあわせた執行規模では、前年度比＋０．８％の

１，１５７億円を確保。

【公共事業費（特別会計含み）の前年度比較】 （単位：百万円、％）

区 分 Ｈ22 Ｈ23 増減 増減率 備 考

国補公共事業費 87,707 79,861 ▲ 7,846 ▲ 8.9 地財計画▲5.1

補 助 事 業 65,761 60,721 ▲ 5,040 ▲ 7.7 〃 ▲4.6

直轄事業負担金 21,946 19,140 ▲ 2,806 ▲12.8 〃 ▲9.3

県単公共事業費 23,521 21,937 ▲ 1,584 ▲ 6.7 〃 ▲5.0

予算額合計 111,228 101,798 ▲ 9,430 ▲ 8.5 〃 ▲5.1

国予算 ▲5.1

（繰越分） (3,518) (13,912)

執行規模 114,746 115,710 964 0.8

（注）Ｈ22繰越分は最終補正（きめ細かな交付金）、Ｈ23繰越分は１月補正（経済対策）

③ 一般行政費

一般行政費は、県住宅供給公社の解散に伴う対策費の減や、緊急経済対策

融資の終了に伴う中小企業貸付金の減により大きく減少。

さらに、ゼロベースの視点に立った全事務事業の徹底した見直しにより歳

出を削減。

一方、生活大県づくりの着実な推進や経済・雇用対策に重点的に取り組む

ため、選択と集中により施策の重点化を図るとともに、国交付金等の有利な

財源の確保・活用に努め、必要額を計上。

この結果、対前年度比▲８．７％の３，４０３億円を計上。

・ 予算要求時に「生活大県いばらき特別枠」として次のテーマを設定し、施策の重点化と

部局横断的な政策の充実強化を図る観点に立って、約３３億円、５５事業を予算化。

① 住みよいいばらきづくり ② 人が輝くいばらきづくり

③ 活力あるいばらきづくり ④ その他知事が特に認める事業

また、施策の選択と集中を促進し新たな課題に取り組むために設定した「再構築枠」に

ついては、約５千万円、７事業を予算化。
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６ 財源確保対策

（１）平成２３年度の財源確保額

・ 平成２２年度当初予算編成時点において、約２１０億円と見込まれた平成２３年度の収支不足額

は、その後、給与改定に伴う人件費の縮減により約１９０億円程度となったところ。

・ この収支不足額１９０億円について、更なる歳出改革、歳入確保に向けた取り組みによって約

１３０億円を確保したものの、なお６０億円が不足するため、緊急避難的措置として、県債管理基

金からの借り入れ（繰替運用）により財源を確保。

【財源確保対策の状況（一般財源ベース）】 （単位：億円）

区 分 平成２３年度

の財源確保額

収支不足見込額 Ａ １９０

Ⅰ 歳出改革に向けた取り組み ９２

（１）人件費の抑制 ４１

（２）公共投資の縮減・重点化 －

（３）事務事業の見直し ５１

① 事務事業の再構築(シーリング含む) ４２

② 公債費負担の抑制 ６

③ 企業会計・特別会計の見直し ３

Ⅱ 歳入確保に向けた取り組み ３８

（１）自主財源の確保 ３０

（２）特別会計等資金の活用 ８

財源確保額 合計 Ｂ １３０

財源不足額（Ａ－Ｂ） ６０ →県債管理基金からの

繰替運用により確保

（２）平成２３年度の財源確保対策の具体的内容

【歳出改革に向けた取り組み】

１．人件費の抑制（４１億円程度）

（１）職員数の削減（▲２４０人程度）

（２）給与カット

・ 給料月額カット 管理職▲５％・▲４％・▲３％

・ 管理職手当カット ▲２０％・▲１０％

・ 特別職等の給与・報酬等の減額 ▲２０％～▲１３％

２．公共投資の縮減・重点化（８６億円程度）（歳出ベース）

（１）国補公共事業（▲８．９％）

（２）県単公共事業（▲６．７％）
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３．事務事業の見直し（５１億円程度）

（１）事務事業の再構築（４２億円程度）

（要求シーリング２５億円程度を含む）

① 補助金の廃止・縮減

・ 県の役割分担を踏まえた補助金の見直し

② 一般行政施策の重点化

・ 経常的経費の見直し等

③ 財源構成の見直し

・ 特定財源の活用

（２）公債費負担の抑制（６億円程度）

・ 高金利県債の借換等

（３）企業会計・特別会計の見直し（３億円程度）

・ 流域下水道事業会計等への繰出金

【歳入確保に向けた取り組み】

１．自主財源の確保（３０億円程度）

（１）県税収入の確保（２２億円程度）

（２）県有未利用財産の売却（３億円程度）

（３）受益者負担の適正化（５億円程度）

・ 収入未済額の縮減等

２．特別会計等資金の活用（８億円程度）

（１）市町村振興資金特別会計資金の活用（７億円程度）

（２）競輪事業特別会計資金の活用（１億円程度）

※ 見直し事業の主なものは「Ⅴ「事務事業再構築結果」主なものの一覧」のとおり。
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７ 主な事業（平成２３年度予算の特色） 新：新規事業
拡：拡充事業

（百万円）

１ 住みよいいばらきづくり

（１）医療・保健・福祉が充実した安心できる社会づくり （ ）：Ｈ22当初

・ 医療従事者の確保対策

① 拡 医師修学資金貸与事業 ７６

（医科大学等の学生に対する修学資金の貸与） （７３）

・貸与対象：（従来）県内出身者で県外大学に在学する者(県内で働く意思のある者)

（拡充）①県内出身者→県内外の大学どちらも可（ 〃 ）

②県外出身者→筑波大学に在学する者（ 〃 ）

・貸 与 額：１０万円/月 ・貸与者数：各学年平均１０名→１３名（拡充）

・免除要件：貸与期間と同期間勤務した場合(３年未満の貸与期間の場合は３年勤務)

② 拡 女性医師の就業支援事業 ６１

（女性医師の働きやすい職場環境の整備に対する支援の充実） （１１）

・目 的：育児中の医師の勤務条件の緩和等のために短時間正規雇用や交替制勤務

等に取り組む医療機関に対する支援

・補助基準：１医療機関あたり１２，０００千円

・補 助 率：（国１／２）医療機関１／２

③ 寄附講座設置事業 ３８８

（地域医療提供体制の充実強化のための寄附講座の設置による医師派遣等） （３９０）

○筑波大学「地域医療教育学講座」「地域医療システム講座」

・教員（医師）数：１７人・派遣先：神栖済生会病院､県立中央病院､大森医院ほか

○東京医科大学「地域医療人材育成寄附講座」「地域医療連携システム学寄附講座」

・教員（医師）数： ８人・派遣先：東京医科大学茨城医療センターほか

○東京医科歯科大学「小児・周産期地域医療学講座」

・教員（医師）数： ６人・派遣先：土浦協同病院ほか

○日本医科大学「地域医療支援システム講座」

・教員（医師）数： ５人・派遣先：筑西市民病院ほか

○自治医科大学「地域医療再生プロジェクト部門講座」

・教員（医師）数： ４人・派遣先：筑西市民病院
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・ 救急医療体制の充実

① 拡 救急医療情報システム運営事業 １５０

（医療機関への収容時間の短縮等を図るための救急医療情報システムの更新）（１４５）

・システム概要：救急病院の受入体制を消防本部等で把握できるシステム

・主な変更点 ：タッチパネルを導入し、症状別の受入可能情報数を拡充(２→１４症状)

※救急病院での入力のしやすさを確保しリアルタイムの情報を反映

・主な利用目的：①救急車から携帯端末で受入可能病院の一斉検索

②県民からの問合せに対し診療可能病院の紹介

② 新 受入困難事案患者受入医療機関支援事業 ２１

（救急搬送における受入困難事案の解消のための医療機関への支援）

・支援内容：受入困難事案患者(20分間搬送先未決定)を確実に受入れるための空床確保

・補助基準：救命救急センターの場合１床あたり ２９，１１０円/日

二次救急医療機関の場合受入１件あたり８，８７０円

・補 助 率：（国１／３）医療機関２／３

③ 拡 医療施設耐震化施設整備事業 １，５２０

（医療施設の耐震化に対する助成） （５５２）

・対象経費：災害拠点病院、二次救急医療機関等の耐震化のための改築・耐震補強等

・整備内容：災害拠点病院 ２か所（うち新規１か所）

二次救急医療機関４か所（うち新規２か所）

・補 助 額：定額

拡 難病特別対策推進事業 １１

（重症難病患者の入院施設確保のための専門相談員の配置等） （ １）

・拡充内容：重症難病患者の入院施設確保事業の新たな実施

・事業内容：①難病入院患者の転院先医療機関の確保のための専門員の配置

②レスパイト(※)受入医療機関への支援

※在宅難病患者家族の介護負担軽減のための一時的入院

新 在宅歯科医療連携室整備事業 ８

（在宅歯科医療を推進するための相談室の設置及び在宅歯科医療のための機器整備）

・内 容：①在宅歯科医療相談室の設置（相談員１名配置）

②在宅歯科医療機器の整備（Ｈ23：６支部 Ｈ24：４支部）

・委託先：茨城県歯科医師会

新 いばらき治験活性化事業 ２１

（治験希望医療機関と製薬会社等のマッチングのための治験管理センター設置に向けた実証）

・内 容：①県内治験ネットワークの構築

②合同治験審査委員会の設置準備

③医療従事者への研修会等（１２回開催）

・委託先：筑波大学附属病院
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・ 病院事業会計 ２４，５５３

（中央病院救急センター等の稼働、こころの医療センターのオープン） （２７，１４６）

○県立中央病院救急センター等の稼働

・救急センター（１階） ※平成２３年２月１日稼働

機能：救急外来、緊急検査、救急専用病床（ＩＣＵ６床、ＨＣＵ４床、一般１０床）

・循環器センター（２階） ※平成２３年４月１日稼働

機能：手術室（２室）、血管造影撮影室、循環器専用病床（ＣＣＵ６床）

○県立こころの医療センターのオープン（県立友部病院のリニューアル）

・本館、児童思春期デイケア棟、医療観察法病棟

・病床数：２８８床（病院本体２７０床、医療観察法病棟１８床）

新 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業 ２，４２６

（子宮頸がん予防ワクチン等への接種に対し補助を行う市町村への助成）

・実施内容：子宮頸がん予防ワクチン､ヒブワクチン､小児用肺炎球菌ワクチンの接種経費助成

・事業主体：市町村

・負担割合：公費負担９０％(国１／２ 市町村１／２)

※市町村での上乗せ負担可

新 いばらき婚活応援事業 ２

（「（仮称）婚活応援フォーラムｉｎ茨城」の開催）

・内 容：婚活支援先進自治体の取組事例発表、意見交換による情報発信

・日 時：平成２３年１０月 ・場 所：水戸市内

・出席者：５００名程度（都道府県、市町村の結婚支援担当者、結婚相談員など）

新 すこやか保育応援事業 ３２

（保育所に複数入所している家庭への助成）

・対 象：保育所に２人以上入所（うち１人は３歳未満児）しており、保育料基準額表

の第２階層から第４階層までの世帯

・助成内容：公立・私立認可保育所の保育料について、３，０００円／月を助成

・補 助 率：（県１／２）市町村１／２

拡 児童福祉施設子育て支援体制緊急整備事業 ６６８

（保育所等における保育士等の雇用による子育て支援体制の充実） （６１６）

①民間保育所低年齢児保育体制緊急整備分

・内 容：３歳未満児の個別計画策定及び低年齢児保育のための保育士配置経費支援

・補助額：５，２２０円／日（６ｈ／日）

・対 象：県内全施設（民間保育所３０６、民間児童養護施設等２３）

②産休代替職員分

・内 容：民間保育所等の保育士が出産休暇等を取得する場合の代替職員雇用経費支援

・補助額：５，２２０円／日（６ｈ／日）
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・ 子育て支援対策事業 ３，８９４

（健やかこども基金を活用した民間保育所及び認定こども園整備への助成等）（３，９３２）

①民間保育所の整備に対する助成等：創設９園、増改築等３３園

②認定こども園の整備に対する助成等：改築３園

③地域子育て支援：子育て団体への活動支援、保育士の資質向上のための研修実施等

④ひとり親家庭等への支援：母子家庭高等技能訓練１７５人想定、在宅就業のためのＩＴ

技能訓練(基本スキル：２５０人､専門スキル：４５０人)

⑤社会的養護体制の整備：県立児童福祉施設の改修、児童養護施設職員の研修

新 児童虐待防止・啓発事業 ３５５

（児童虐待未然防止のための県民への普及啓発など総合的対策の推進）

①未然防止・早期発見対応のための県民及び施設職員等向け講演会・研修会の実施等

②児童相談所の環境改善

③市町村等における対応強化への支援（市町村提案型事業として実施）

・事業例：虐待通告があった場合の安全確認強化のための補助職員配置

体制強化のための必要な備品の購入

児童虐待防止対策強化のための広報啓発

職員の資質向上のための研修会の開催 等

新 身障者等用駐車場利用証制度推進事業 １

（身障者等が安心して車いすマーク駐車場を利用できるようにするための利用証の発行）

・対 象 者：障害者、高齢者、難病患者、妊産婦等 ※手帳や受給者証等で確認

・申請窓口：市町村、保健所

・対象施設：商業施設等の車いすマークの駐車場（県内全域）

新 こども福祉医療センター新施設整備推進事業 １，４１２

（こども福祉医療センターの民立民営型への移行等に伴う施設整備への助成）

・施設概要：肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設の一体的施設

・事業主体：事業者は公募により決定

・整備場所：水戸市元吉田町（旧水戸産業技術専門学院跡地）

・定 員 数：９５名以上（肢体不自由児３５名以上、重症心身障害児６０名以上）

・支援内容：国補：肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設整備（国基準額：7.12億円）

県単：肢体不自由児施設整備費の１／２相当（Ｈ23：７億円、Ｈ24：３億円）

・ 老人福祉施設整備事業 ２，４７６

（高齢者プラン２１に基づく老人福祉施設の新設、増築等に対する助成） （２，５５５）

・整備内容：特別養護老人ホーム１６施設（新設６施設、増築８施設、増改築２施設）

・補 助 額：１７５百万円（特別養護老人ホーム５０床・ショートステイ１０床の場合）

・補助単価：特別養護老人ホーム：3,200千円／床 ショートステイ：1,500千円／床

※平成２３年度から従来型の多床室整備も補助対象に追加（Ｈ２３：６８床）

- 20 -



拡 介護基盤・処遇改善等臨時特例基金事業 ８，９７２

（介護職員の処遇改善、特別養護老人ホーム開設準備支援・施設整備支援等）（５，９５２）

①介護職員処遇改善

・内 容：介護職員への月１．５万円相当の賃金引上げ等を行う事業者に対する助成

・補助額：平均１．５万円／月／人相当

②施設開設準備経費助成

・内 容：特別養護老人ホーム等の開設前人件費及び研修経費等の助成

・補助額：６０万円／床 ・Ｈ23内容：９３施設 ３，４１９床

③小規模施設整備助成

・内 容：定員２９名以下の介護施設整備に対する助成

・施設数：小規模特別養護老人ホーム等４３施設 ・補助単価：４００万円／床

④防災対策改修助成

・内 容：認知症高齢者グループホーム等の改修に対する助成

・施設数：１７施設 ・補助単価：上限６５０万円

⑤個室・ユニット化改修

・内 容：既存特別養護老人ホーム、介護老人保健施設の改修に対する助成

・改修数：５２床 ・補助単価：２００万円／床

⑥地域支え合い体制づくり（新規）

・内 容：市町村及び活動団体支援（市町村提案型事業として実施）

・事業例：地域における高齢者等支援の先駆的・パイロット的事業の立上支援

世代間交流の場や高齢者の生きがい活動拠点の整備

見守り活動チーム等の人材育成

⑦既存介護施設等スプリンクラー設置助成

・内 容：特別養護老人ホーム21か所、老人保健施設２か所、養護老人ホーム１か所、

小規模多機能型居宅介護事業所15か所､認知症高齢者グループホーム76か所、

老人短期入所施設14か所、有料老人ホーム６か所

・補助額：1,000㎡以上：17,000円／㎡ 1,000㎡未満：9,000円／㎡

（２）安全で安心して暮らせる社会づくり

拡 防犯パトロール事業 ３８６

（自動車盗の犯罪防止や通り魔事件の未然防止等のためのパトロール強化） （１５３）

・自動車盗多発地区、駅周辺、住宅街、コンビニ等における警戒活動を警備会社等へ委託

・活動日数：月２０日→毎日 ・防犯パトロール隊員雇用人数：８４名→１３１名

新 緊急情報メール配信システム運用事業 １１

（事件や事故発生時等に学校から保護者等へ緊急情報等を配信するシステムの構築）

・システム概要：専用サーバ構築方式による電子メールの一斉配信システム

（受信側：パソコン、携帯どちらも可）

・利 用 対 象 ：県内の小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校

・運 用 方 法 ：メンテナンス経費（約４００万円）は利用校数の按分により負担金徴収
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拡 緊急配備支援システム整備事業 １２６

（自動車ナンバー自動読取システムの増設による犯罪捜査の強化） （４２）

・設置場所：自動車盗等の犯罪多発地域、主要道路

・増 設 数：１０か所

新 交通マナーアップ推進事業 ２０

（交通マナーに対する運転者の意識改革のための実践型研修の実施等）

①ドライブレコーダを活用した運転マナー指導

・対象：県内事業所の従業員（４０社２，０００人）

・内容：営業用車両へ「ドライブレコーダ」を搭載して走行データ等を記録

記録データをもとにドライバーの運転マナー等の改善指導を実施

②広報啓発

・研修成果を事例集として作成・配布 ・配布部数：２０，０００部（違反講習者等）

拡 安心安全な生活道路整備事業（公共） ４，７９４

（通学路などの日常生活に密着した県道整備及び市町村道整備に対する助成）（２，６１６）

・対 象 箇 所：通学路、交通危険箇所等

・事 業 期 間：平成２３年度～平成２５年度（３年間）

・事 業 費：県道１２０億円、市町村道約５．２億円（補助総額１．２億円）

・Ｈ２３事業：約４，７５４百万円、市町村道補助４０百万円

・そ の 他：市町村道は財政力指数１．０未満の市町村に補助率２３．３％で助成

新 犯罪被害者支援広報啓発活動推進事業 ４

（犯罪被害者に対する支援体制の充実を図るため、犯罪被害者等早期援助団体へ助成）

・目 的：裁判所、警察署、病院への付き添い等を行う支援活動員の確保

・助 成 先：(社)いばらき被害者支援センター（犯罪被害者等早期援助団体指定）

・事業内容：支援活動員養成講座の受講者数増を目的とした各種広報活動の実施

・ 消費生活行政強化対策事業 ２１４

（安心・安全な消費生活の確保のための相談体制整備及び消費者教育充実等） （２６６）

①ワンストップ相談体制整備：弁護士や一級建築士等の専門家による相談、現地調査等

②市 町 村 相 談 体 制 支 援：市町村消費生活センター設置に係る助成、相談員の養成等

③不 当 取 引 対 策 強 化：特定商取引法等に基づく事業者指導専門員の増員

④消 費 者 教 育 充 実 強 化：中高生や高齢者等を対象とした消費者教育講師の派遣等

⑤センター周知・機能強化：被害防止啓発のための街頭キャンペーンや広報紙の配布等

・ 震災対策の強化

① 拡 耐震補強事業 １，３３６

（耐震改修促進法等に基づく県立学校施設の耐震補強工事） （１，１５９）

・対象施設：Ｉｓ値０．６未満の建物（Ｉｓ値０．３未満の建物を優先）

・整備目標：平成27年度を目標に１００％の耐震化を実施

・Ｈ23内容：高等学校、特別支援学校 工事１５棟、設計３１棟
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② 拡 老朽校舎改築事業 １，０７５

（昭和４５年以前に建築された校舎のうち耐震性が低い建物の改築） （４７１）

・対象施設：Ｉｓ値０．２以下の建物

・Ｈ23内容：土浦三高・水海道一高校舎本体工事、石岡一高校舎設計

③ 拡 医療施設耐震化施設整備事業（再掲） １，５２０

（医療施設の耐震化に対する助成） （５５２）

（３）みんなで取り組む地球にやさしい環境づくり

・ 二酸化炭素削減拡大プロジェクト事業

① 新 中小企業省エネルギー診断事業 ３０

（省エネルギー診断や省エネ対策策定のための中小企業向け専門家派遣の実施）

・対 象：年間エネルギー使用量１，５００ｋｌ（原油換算）未満の工場・事業所

のうち従業員２０人以上の中小企業

・実施予定数：４００事業所

・委 託 先：地球温暖化防止活動センター（茨城県公害防止協会内）

・実施体制：嘱託診断員５人雇用＋登録診断員が協力して診断を実施

・診断内容：生産工程や施設面における省エネルギー対策の技術的指導

② 拡 環境保全施設資金融資事業 １７５

（地球温暖化対策等に取り組む中小企業向け融資制度の拡充） （１２８）

・融 資 枠：５００万円×４０事業所 ※基準金利：２．６％

・融資対象：事業所・工場の断熱化や高効率空調機への更新など省エネ・新エネ設備

を導入した中小企業者

・利子補給：エコ事業所に登録した中小企業０．９％補給（実質金利：１．７％）

排出削減計画書提出の中小企業２．６％補給（ 〃 ：無利子）

③ 新 県民総ぐるみ温暖化対策推進事業 １４

（新茨城県地球温暖化対策実行計画の実践に向けた県民説明会の開催や企業訪問の実施）

・説 明 会：県内５地域×２回（各県民１００名、事業者３００名）

・企業訪問：２００事業所

・ 緑の循環システム整備推進事業（森林湖沼環境税活用事業）

① 拡 森林機能緊急回復整備事業（公共） ６６９

（緊急間伐の計画前倒しによる間伐面積の拡充） （５４３）

・事業主体：市町村等

・間伐面積：１，５００ｈａ（国補併用型９００ｈａ、県単６００ｈａ）

・補 助 率：国補併用型：（国５．１／１０、県４．９／１０） 県単：１０／１０

・作業道開設補助：定額（上限２千円／ｍ）
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② 拡 身近なみどり整備推進事業 ２５５

（平地林・里山林における県民生活に身近な森林整備に対する支援） （２１２）

・事業主体：市町村

・補 助 率：１０／１０

・事業内容：平地林等における地域の整備目的に応じた森林づくり活動

・整備面積：３００ｈａ

③ 拡 いばらき木づかいの家推進事業 ６３

（地域材の利用促進のための地域材使用住宅に対する支援） （３２）

・事業主体：茨城県木材協同組合連合会

・補 助 率：定額（上限２００千円／戸）

・補助戸数の拡充：Ｈ２２：１５０戸→Ｈ２３：３００戸

④ いばらき木づかい環境整備事業 ７４

（県・市町村等施設の木質化の推進及び学校等への木製品の導入支援等） （７０）

・事業内容：県・市町村等施設の木造化・木質化の推進

学校等への木製品（机・いす等）の導入支援

・補 助 率：市町村等施設木造化・木質化：９／１０、木製品導入：７／１０

・ 霞ケ浦等湖沼・河川の水質保全（森林湖沼環境税活用事業）

① 拡 畜産排水処理対策モデル事業 １２

（霞ヶ浦流域における畜産排水の新たな処理方式に係る実証実験の実施等） （２）

・し尿処理施設による実証試験 ：２か所（茨城町、龍ケ崎市の処理施設を想定）

・簡易高度処理施設による実証実験 ：１か所（畜産草地研究所と共同研究）

・公共下水道に接続する際の課題検討：１か所

② 拡 農業排水再生プロジェクト事業 １８０

（霞ヶ浦等の水質浄化のための「農業排水循環かんがいシステム」の構築等）（１６０）

・実施箇所：継続１５か所、新規１６か所

・補 助 率：１０／１０

③ 新 水田活用直接浄化対策事業 ３

（北浦流域における水田を活用した窒素除去の実施）

・内 容：水稲を作付けしないまま水田を湛水掛け流しで管理

・期 間：４月～９月 ・面積：３０ｈａ

・補助額：５，０００円/10ａ

④ 拡 霞ケ浦流域等高度処理型浄化槽補助事業 ４４６

（高度処理型浄化槽の設置等に対する助成） （３１４）

・市町村設置型浄化槽整備促進：ＮＰ型９０基

・高度処理型浄化槽設置補助（個人）：Ｎ型１，０３５基、ＮＰ型１２１基

・単 独 処 理 浄 化 槽 撤 去 補 助：７９０基
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⑤ 湖沼水質浄化下水道接続支援事業 ２４

（市町村が行う下水道への接続促進経費に対する助成） （２８）

・補助対象：霞ヶ浦、涸沼、牛久沼流域で、供用開始後３年以内の接続

・補 助 額：上限２万円／戸（市町村が補助した場合、その一部を補助）

・補助戸数：１，３２０戸（平成24年度までに接続率９１％）（予定）

⑥ 農業集落排水施設接続支援事業 ９

（市町村が行う農業集落排水施設への接続促進経費に対する助成） （７）

・補助対象：霞ヶ浦、涸沼、牛久沼流域で、供用開始後３年以内の接続

・補 助 額：上限２万円／戸（市町村が補助した場合、その一部を補助）

・補助戸数：４３０戸（平成24年度までに接続率８５％）

⑦ 新 霞ヶ浦等耕畜資源循環促進事業 ２

（実証展示ほ設置による豚ふんたい肥の利用促進）

・事業内容：豚ふんたい肥の運搬や散布などの作業性や飼料用米の収量等の把握

・設置箇所：県内６地域（５ｈａ／地域）

新 下水処理新技術によるリン除去実証事業（流域下水道事業会計） １００

（霞ヶ浦浄化に向けた下水処理水のリン濃度低減に係る新技術導入のための実証実験）

・実施場所：霞ヶ浦浄化センター（霞ヶ浦湖北流域下水道）

・事業内容：実証実験プラントでの水質データの収集、コスト縮減効果の検証、回収した

リンの有効活用の検討

・事業期間：平成23年度～平成24年度

新 風力発電立地可能性調査事業 ３２

（県内における再生可能エネルギーの導入促進のための風力発電立地適地調査）

・調査方法：観測ポールを設置し風速・風向の調査、周辺環境影響調査

・調査場所：北浦複合団地内、鹿島灘ヘッドランド

（４）人にやさしい良好な生活環境づくり

新 広域バス路線活性化モデル事業 ２１

（地域の潜在的ニーズを顕在化させるためのバス事業者等と協働した実証実験の実施）

①水郡線アクセス向上実証運行

・ねらい：水郡線と共存した生活・観光両面に対応するバス路線の運行可能性の実証

・ルート：常陸大宮駅―済生会病院―山方宿駅―金砂郷地区(そば街道など)を循環

・ダイヤ：１日５回（１周３４．４ｋｍ）

②路線再生支援実証運行

・ねらい：収支が悪化してる路線について沿線市が実施する料金引下げと連携した実証

・ルート：下江戸（那珂市）―国田地区（水戸市）―袴塚―水戸駅

・ダイヤ：１日３往復（総延長１９．７ｋｍ） ※現行２往復とあわせ５往復

- 25 -



新 新しい公共支援事業 ６６

（ＮＰＯなどの多様な担い手が連携した地域の諸課題解決への取組に対する支援等）

①提案型モデル事業(コミュニティ協働事業、公募型事業)

②活動基盤整備事業（地域リーダー育成事業、いばらきソーシャルビジネス振興事業など）

③広報、研修（県民や市町村職員向け研修会の開催、ＮＰＯマニュアルの更新など）

新 いばらきソーシャルビジネス振興事業（一部再掲） ９

（ソーシャルビジネスに参入意欲ある団体等への支援）

・事業内容：起業や事業拡大に意欲のある団体等の掘り起こし

専門家による人材育成講座の開催

新 いばらきの魅力再発見事業 ５

（郷土の自然や歴史、産業などを学び茨城の良さを県内外へ発信するための取組）

・内 容：「地域自慢」の募集・表彰（個人部門、学校部門）※小学校３～６年生対象

「ふるさとの魅力再発見ステージ」の開催

・場 所：県民文化センター ・開催時期：平成２３年１１月 ・参加人数：５００人

・情報発信：ホームページの活用による動画配信や新聞社等との共催による情報発信等

新 外国人医療の言語サポート強化事業 ８

（外国人医療協力者リストの多言語化及びメディカルハンドブックの作成）

・内 容：外国語対応医療機関情報のホームページによる多言語での情報提供

メディカルハンドブック(Ｈ８作成)を多言語化し関係機関へ配布

・対応言語：英語、タイ語、ポルトガル語、韓国語、中国語等 ８言語

拡 霞ケ浦流域等高度処理型浄化槽補助事業（再掲） ４４６

（高度処理型浄化槽の設置等に対する助成） （３１４）

・ 湖沼水質浄化下水道接続支援事業（再掲） ２４

（市町村が行う下水道への接続促進経費に対する助成） （２８）

・ 農業集落排水施設接続支援事業（再掲） ９

（市町村が行う農業集落排水施設への接続促進経費に対する助成） （７）
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２ 人が輝くいばらきづくり

（１）いばらきを担うたくましい人づくり

新 小学校理科教育推進事業 ２７

（小学校教員の理科指導力向上及び小学生の理科への興味関心向上のための各種施策の実施）

○理科研修講座

・対 象：小学校教諭（１８０人） ・講座期間：夏休み期間中６日間

・講座内容：茨城大学教員指導のもと理科授業（観察・実験）の研修会

・場 所：茨城大学水戸・日立・阿見キャンパス（各２日間）

○科学自由研究

・対 象：小学生、保護者

・実施方法：茨城大学の教員や大学院生が小学生の夏休みの自由研究を指導・助言

・場 所：茨城大学水戸キャンパス他 県内４地域 ※延べ１０日間開催

○特別講師（理科教員免許を所有している教員ＯＢなど）派遣

・対 象：小学生 ・内 容：特別講師による理科実験の実践指導

・対 象 校：１５０校（特別講師１０人）

新 国際社会で活躍できる人材育成事業 １３

（小学校・中学校・高等学校における英語教育の推進）

・小学生向け：英語の歌ＣＤを活用した英語への慣れ親しみの推進（全公立小学校）

※小学校５、６年生に英語教育を実施（新学習指導要領（平成２３年度～））

・中学生向け：英語発音力アップのためのソフト（※）をモデル校（９９校）、県教育

研修センターに導入し実証 ※産総研技術移転ベンチャーが開発

・高校生向け：英語の授業にディベートを導入（ディベートチャレンジ校２０校指定）

英語ディベート県大会の開催（全国大会予選）

・共 通：外国語指導助手を夏季休業中に要請のあった小中高等学校に派遣

拡 少人数教育充実プラン推進事業 ３，２１８

（小学１～４年生及び中学１年生における少人数学級の実施） （２，９６１）

①楽しく学ぶ学級づくり事業

・小学１年生の３５人以下学級の実施（国制度）

・小学２～４年生の３６人以上の学級を対象とした学級編制の弾力化等

・３６人以上学級３学級以上→教員１名を増員し、１学級増（７７校、７７人）

・ 〃 １・２学級→非常勤講師を各学級に配置（１９６校、２７６人）

②中学校生活スタート支援事業

・「中１ギャップ」解消のため、中学１年生についても学級編制の弾力化等を実施

・３６人以上学級３学級以上→教員１名を増員し、１学級増（６８校、６８人）

非常勤講師１名を増員（６８校、６８人）

・ 〃 １・２学級→非常勤講師を各学級に配置（４３校、５３人）

③学校活性化支援事業

・小規模校が抱える課題への対応や教育活動の活性化のための非常勤講師増員（８８人）

※市町村において２名以上雇用→県が１名分を全額補助
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拡 いばらき学力向上サポートプラン事業 ５３

（全小学校での夏休み学びの広場開設や高校への学習支援員の配置拡充等） （３２）

①学びの広場サポートプラン

・夏季休業中の５日間、小学４年生を対象に算数に係る基礎学力（四則計算等）を指導

・個別指導の充実を図るため、小４全クラスに大学生等をサポーターとして派遣

②高校生基礎学力向上サポートプラン

・基礎学力向上に重点的に取り組む県立高校で個に応じた指導等を実施（２３校）

・きめ細かな指導のため非常勤講師や学習支援員の派遣の拡充

新 地域を支える人材育成事業 １１

（高校生の就職率向上のための取組の強化）

・事業内容：企業連携コーディネーターの配置（２名）

・活動内容：就職率が低迷している高校（２０校）の所在地域での重点的求人開拓の実施

新 第６６回国民体育大会関東ブロック大会開催事業 ８２

（国民体育大会の関東ブロック大会の開催経費）

・開催日時：総合開会式８月１９日(金) 中心会期８月１９日(金)～２１日(日)

・競技数 ：本大会３２競技 冬季大会１競技(アイスホッケー) ※１２月開催

・開催地 ：県内２０市町村

・参加人数：選手等約６，０００人 本部役員約１２０人 合計約６，１２０人

新 いばらきグローアップ強化支援事業 １０

（中学校部活動の合同練習及び専門コーチの派遣による実技指導の実施）

・実施方法：競技(１４競技)ごとに拠点校(計１０８校程度)を選定し専門コーチ派遣

・派遣回数：１拠点校あたり年３回程度

・拠点校選定基準：競技実施校約１５校に１校選定

・ 私立高等学校等就学支援事業 ４，３１５

（私立高等学校等の生徒に係る教育費負担軽減のための助成） （４，５３１）

・県立高校授業料相当の118,800円／年を助成（学校設置者が代理受領）

・低所得世帯の生徒については、所得に応じて１．５倍（178,200円／年）又は２倍

（237,600円／年）の額を助成

・ 私立高等学校等授業料減免事業 ５６

（低所得者世帯生徒の授業料の減免に係る助成等） （５４）

・補助単価上限（学校１割負担を含む）

・市町村民税所得割非課税世帯相当（年収３５０万円未満程度）

県内私立高校授業料平均２９９千円／年（高等学校等就学支援金との合計額）

・県立高校授業料減免世帯相当まで（年収３５０万円以上４２５万円未満）

１８０千円／年（高等学校等就学支援金との合計額）
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・ 私立高等学校等経常費補助事業 １３，３３１

（私立幼稚園、小学校、中学校、高等学校等に対する経常費助成） （１３，５４２）

・目 的：私立学校の教育条件の維持向上、経営の安定化、父母の経済的負担の軽減

・対 象：幼稚園１９９園、小学校４校、中学校１０校、高校２３校、通信制高校２校、

中等教育学校２校（前期課程は中学校、後期課程は高校として補助）

・生徒等一人当たり補助単価（対前年度）

幼稚園184,284円（＋ 632円、0.3％増） 高 校330,323円（＋996円、0.3％増）

小学校299,887円（＋2,671円、0.9％増） 狭域通信制高校

中学校301,487円（＋2,615円、0.9％増） 65,185円（＋600円、0.9％増）

（２）豊かな人間性をはぐくむ地域づくり

新 青少年育成活動支援モデル事業 ６

（「いばらき青少年・若者プラン」を推進するための青少年健全育成活動への支援）

・対象事業：青少年のコミュニケーション能力の向上や国際感覚の育成等に資する事業

・補助額等：上限５００千円×１０団体

新 文化を支える新しい力創造事業 ４

（県内の児童生徒に対し低廉な料金で優れた文化芸術を触れる機会の提供）

・出演者：プロオーケストラ、茨城県新人演奏会出演者

・対 象：県内児童生徒及び父母

・場 所：県民文化センターなど県内公立文化施設２か所

拡 家庭の教育力向上プロジェクト事業 ９

（家庭教育に対する意識啓発のための家庭教育ブックの作成・活用等） （５）

・家庭教育ブックひよこの作成：３歳児の保護者に配布、研修会の実施

・家庭教育ブックの作成：小学校就学前児童の保護者に配布、研修会の実施

・家庭教育支援資料の作成（新規）：小学校４～６年生の保護者に配布、研修会の実施

・家庭教育推進員養成研修：研修会の講師となる家庭教育支援人材の養成 ほか

拡 放課後子どもプラン推進事業 １，８２３

（放課後における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりの推進） （１，５５４）

①放課後子ども教室推進事業：運営費の助成（国１／３、県１／３）、３００か所

②出張型放課後子ども教室提供事業：教室の提供、２００回／月

③放課後児童クラブ推進事業：運営費の助成（国１／３、県１／３）、６２３か所

④放課後児童クラブ整備事業：施設整備費への助成（国１／３、県１／３）、６２か所

新 いばらきの魅力再発見事業（再掲） ５

（郷土の自然や歴史、産業などを学び茨城の良さを県内外へ発信するための取組）
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（３）互いに認め合い支え合う社会づくり

・ 総務事務センター運営費 ２２

（身体障害者、知的障害者の雇用の推進）

・雇用人数：身体障害者９名、知的障害者１名

・業務内容：給与・旅費等の計算審査、問い合わせ対応、パソコンの入力作業等

新 男女共同参画計画普及啓発強化事業 １０

（「茨城県男女共同参画基本計画」の普及啓発のための各種事業の実施）

・普及啓発リーフレット、小学校６年生を対象とした啓発教材の作成等

・先進的事業所の取組を紹介する優良事例集の作成、事業所向けメールマガジンの配信

拡 ドメスティック・バイオレンス対策推進事業 ２５

（若年層等を対象としたＤＶ未然防止のための啓発活動等の実施） （２０）

・高校生、大学生等を対象とした講演会の開催、リーフレットの作成・配布

・教育関係者を対象とした研修会の開催

・一般対象の暴力防止啓発シンポジウムの開催、配偶者暴力相談支援センターの運営等

拡 ひきこもり対策推進事業 ２６

（ひきこもり地域支援センター（仮称）の設置等による相談体制・研修事業等の拡充）（３）

①ひきこもり地域支援センター（仮称）の設置

・内容：総合窓口調整、関係機関の連絡調整、各種データ収集分析（嘱託２名雇用）

・場所：精神保健福祉センター内

②保健所における相談体制等の拡充

・臨床心理士による相談：６保健所で常時対応

※医師による相談（月１回）、保健師による相談は継続

・本人の社会復帰支援のための居場所づくり：６保健所に設置

拡 自殺対策緊急強化事業 １０２

（地域における自殺対策強化のための研究モデル事業の実施等） （８８）

・内容：認知行動療法研修会、過量服薬ゲートキーパーの養成検討会開催（新規）

介護うつ相談事業等の自殺防止活動に取り組む民間団体や市町村への助成

いばらきこころのホットライン運営、茨城いのちの電話相談支援 など

新 青少年のためのフィルタリング利用促進事業 ２０

（青少年を有害情報から守るための携帯電話フィルタリングサービスの普及啓発）

・青少年の携帯電話購入が集中する２～３月に、電車内・バス内広告、ラジオＣＭを実施

＊非出会い系サイトで犯罪被害に遭った青少年のうち、９８．５％がサービス未利用

・ 介護基盤・処遇改善等特例基金事業（地域支え合い体制づくり）（再掲） ４８０

（高齢者等に対する地域の支え合い活動立ち上げや地域活動拠点整備への支援等）
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３ 活力あるいばらきづくり

（１）日本や世界をリードする科学技術創造立県の実現

新 いばらき中性子最先端医療研究センター整備事業 １１６

（中性子を利用したがん治療の臨床研究を行う最先端医療研究拠点の整備）

・整備場所：いばらき量子ビーム研究センター隣接地

・整備内容：ＢＮＣＴ治療研究施設に係る施設整備（未利用の産学官連携施設の改修）

※ＢＮＣＴ：Boron Neutron Capture Therapy

ホウ素を取り込ませたがん細胞に中性子を照射し破壊する治療法

・整備期間：平成23年度～平成24年度 ・総事業費：２．７億円（施設整備分）

新 産学官連携研究開発推進事業 １５

（公設試験研究機関と県内の企業、大学等が連携した公募型の共同研究の実施）

・県立試験研究機関と大学、研究機関、企業等が連携した共同研究体の構築

・共同研究体による本県独自の研究開発プロジェクト（公募により選定）の推進

・ 中性子ビームライン産業利用推進事業 ４６５

（県中性子ビームラインの機能高度化及び産業利用推進） （５８３）

・機能高度化：Ｊ－ＰＡＲＣのビーム強度増強等に対応した機器性能向上

（県ビームライン：材料構造解析装置１本、生命物質構造解析装置１本）

・利 用 推 進：中性子利用促進研究会の運営、県トライアルユース制度の実施

・そ の 他：総合支援窓口の運営、各種広報・啓発事業 など

新 小学校理科教育推進事業（再掲） ２７

（小学校教員の理科指導力向上及び小学生の理科への興味関心向上のための各種施策の実施）

（２）国内外の競争に打ち勝つ力強い産業づくり

新 成長産業振興プロジェクト事業 ４１

（成長分野への中小企業の参入を促進するための共同研究、研究開発支援等）

①いばらき成長産業振興協議会活動の強化

・専任コーディネーターの配置（４人）

・大手企業との交流、国や研究機関等の情報提供、必要な技術の習得等

※成長分野：次世代自動車、環境・新エネルギー、健康・医療機器、食品

②成長分野への参入に向けた共同研究

・次世代自動車構造研究：電気自動車の分解・展示

・医療現場ニーズ調査：医療現場での医療機器等開発意向調査

※その他、「いばらき産業大県創造基金」や「テクノエキスパート」等を積極的に活用し、

中小企業の取組を支援
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新 工業技術センター機能検討費 １

（工業技術センターの役割や研究・支援のあり方等の検討）

・検討委員会の設置：県内外の産業技術に精通する専門家や企業代表者など

・主 な 検 討 事 項：研究・支援のあり方（県の施策、企業のニーズに応じた支援等）

組織のあり方（大学や研究機関等との役割分担、研究分野の再編等）

施設・設備のあり方（必要な研究機器等）

新 商店街活力向上支援事業 ２９

（地域コミュニティの拠点としての魅力ある商店街づくりの支援）

①商店街再生総合支援事業

・補助対象：市町村（商店街団体等への間接補助）

・補助内容：Ａタイプ 複数年度支援（最大３年間）、３件程度

Ｂタイプ 単年度支援、６件程度

・補助率等：Ａタイプ 県４０％、市町村及び商店街団体６０％、

補助上限２，５００千円／年

Ｂタイプ 県４０％、市町村及び商店街団体６０％、

補助上限２，０００千円

・そ の 他：専門家による審査

②商店街活性化コンペ事業

・補助対象：商店街団体、任意グループ等

・定額補助：最優秀プラン（１事業）１，５００千円

優秀プラン （６事業）１，０００千円

・そ の 他：専門家による審査

新 いばらきソーシャルビジネス振興事業（再掲） ９

（ソーシャルビジネスに参入意欲ある団体等への支援）

・ 中小企業融資資金貸付金 ５６，６２８

（中小企業向けの制度融資のための資金の貸付） （６９，２２４）

①セーフティネット融資等の新規融資枠の拡充

（緊急経済対策融資の廃止（Ｈ２２）に伴う新規融資枠の確保）

②借換制度の拡充

（緊急経済対策融資からの借換え需要に対応した借換枠の設定）

・パ ワ ー ア ッ プ 融 資：２６０億円（Ｈ２２：１７０億円）

・セーフティネット融資：５２６億円（Ｈ２２： ５０億円）

う ち 借 換 枠：１４６億円（新規設定）

新 いばらき食品輸出総合支援事業 １０

（県内中小企業の輸出ビジネスへの支援）

・事業内容：食品輸出専門家等による相談業務の実施

上海事務所との連携による中国食品展示会への出展支援
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・ 研修・雇用一体型事業

（正規雇用化につながる研修・雇用一体型の雇用創出事業の展開：９００人雇用創出）

① 拡 ものづくり産業活性化人材確保事業 １００

（製造業等の振興のためのＯＪＴ研修を含む雇用機会の創出） （４５）

・事業内容：ものづくり産業における人材養成に資するプログラムの策定

・雇用人数の拡大 Ｈ２２：３０人→Ｈ２３：７０人

・そ の 他：推進コーディネーターを設置し、企業と離職者等とのマッチング及び人

材養成プログラムの策定支援

② 拡 大卒等未就職者人材育成事業 ３６５

（大卒等未就職者の早期就職を目的とする基礎研修及び企業でのＯＪＴ研修の実施）

・対 象 者：県内に在住する大卒等の未就職者１５０人

・委 託 先：人材派遣会社等

・業務内容：①未就職者及びＯＪＴ受入企業の募集

②人材派遣会社等による基礎研修（ビジネスマナー等）

③受入企業でのＯＪＴ研修

④正規雇用に向けた未就職者と企業とのマッチング

③ 福祉・介護職員確保特別対策事業 ５９８

（福祉・介護施設における安定的な雇用機会の創出） （１，００７）

・内 容：失業中の無資格者等を雇用し雇用期間中に介護福祉士・ホームヘルパー

２級の資格取得を支援

・配 置 先：老人福祉施設、児童福祉施設等

・雇用人数：５００人（うち継続雇用３００人）

④ 農業法人等雇用促進事業 ８０

（農業振興のためのＯＪＴ研修等を含む雇用機会の創出） （８０）

・事業内容：農業法人等における農業生産技術の開発等に対する支援

・雇用人数：４０人程度（Ｈ２２実績：４０人）

⑤ 特用林産物生産担い手育成事業 ７４

（しいたけ等の生産振興を図るためのＯＪＴ研修等を含む雇用機会の創出） （６５）

・事業内容：特用林産関係法人等による産地ＰＲ、商品開発等に対する支援

・雇用人数：３０人程度（Ｈ２２実績：２２人）

・そ の 他：就労相談員による相談会や研修会を開催

（３）日本の食を支える食料供給基地づくり

新 食と農のチャレンジ事業費補助 ２４

（新農業改革大綱の実現に向け、事業主体が創意工夫し行う新たな取組への支援）

・事業主体：農業者等の組織する団体、認定農業者

・補助率等：補助率１／２以内、標準事業費１，６００千円、３０件程度

・補助対象：高品質化、エコ農業、販路拡大、農林水産物加工などの取組に要する経費

※加工に関する取組については、「いばらき産業大県創造基金」を積極活用
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新 県産農林水産物等輸出促進事業 ３

（県産農林水産物等の海外輸出に関する取組への支援）

①海外販売促進活動支援事業

・事業内容：輸出セミナー等の開催、海外見本市への出展支援

・事業主体：いばらき農林水産物等輸出促進協議会

※県や全農茨城県本部などの関係団体と輸出に関心の高い農業法人等で構成

・事 業 費：４，０００千円

・県補助額：定額１，５００千円（国補２，０００千円）

②国際食品商談会出展支援事業

・事業内容：国内で開催される商談会への出展支援

・事業主体：いばらき農林水産物等輸出促進協議会

・県補助額：定額１，５００千円

新 いばらき食品輸出総合支援事業（再掲） １０

（県内中小企業の輸出ビジネスへの支援）

新 県産農林水産物首都圏販路開拓事業 ２７

（県産農林水産物の首都圏への販売促進活動の実施）

・専門販売員等の雇用：５人

・配置場所：県農産物販売推進東京本部等

・活動内容：首都圏の外食企業や有名料理店等への重点的な訪問、ＰＲ活動の実施、県産

農林水産物の試食、交流会、商談会の開催など

新 地域担い手確保育成整備事業 １６

（経営確立のため規模拡大を図る農業後継者に対する機械・施設等整備の支援）

・事業主体：地域担い手育成総合支援協議会等

・補 助 率：１／１０以内（就農後５年以内の新規就農者は２／１０以内）

・対象事業：「経営体育成支援事業（国直接採択事業）補助率３／１０以内」と一体的実施

・ エコ農業茨城推進総合対策

① 新 環境保全型農業直接支払事業 １２

（化学肥料、農薬の５割低減とあわせた生物多様性保全に効果の高い営農活動への支援）

・対 象：カバークロップの作付、冬期湛水管理、有機農業等

・支援単価：８，０００円／１０a

・補 助 率：国１／２、県１／４、市町村１／４

② 農地・水・環境保全向上対策（公共） １９１

（地域ぐるみでの共同活動（農業用水等の保全活動）への支援） （１６５）

・支援単価：田４，４００円／１０ａ、畑２，８００円／１０ａ 等

・補 助 率：国１／２、県１／４、市町村１／４

③ 拡 農業排水再生プロジェクト事業（再掲） １８０

（霞ヶ浦等の水質浄化のための「農業排水循環かんがいシステム」の構築等）（１６０）
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④ 新 霞ヶ浦等耕畜資源循環促進事業（再掲） ２

（実証展示ほ設置による豚ふんたい肥の利用促進）

新 水産物産地市場機能強化推進事業 ２

（水産物の産地市場の集荷力強化、需要拡大のための情報発信等）

・実施箇所：那珂湊地区及び大洗地区

・事業内容：仲買人向け水揚げ情報のホームページ掲載、メール配信（新規需要の開拓）

買付希望受付、商品サンプルの発送等（新規受注への対応）

（４）人・もの・情報が活発に行き交う交流社会づくり

・ 茨城空港関連事業

① 拡 空港就航対策利用促進事業 ３８８

（茨城空港の就航促進及び利用促進活動等） （３７７）

・就航促進の取組：国内外向けエアポートセールス、プロモーションの実施、

運航コスト低減のための支援 など

・利用促進の取組：各種キャンペーンの実施、修学旅行等の誘致、モニターツアー

の実施、ターミナルビルへの誘客促進 など

② 拡 茨城空港バス運行実証事業 １８７

（茨城空港と東京都心及び県内観光地等を結ぶバスの実証運行） （１０２）

・東京都心への連絡バスの運行（１日２往復→５往復）

料金：往復２，０００円（航空機利用者は往復１，０００円）

・県内の観光地、ショッピングセンター等を周遊する周遊バスの運行

料金：無料

③ 拡 外国人観光客誘客促進事業 １２４

（韓国及び中国に対する観光ＰＲ及び県内周遊旅行商品造成への支援） （２３）

○韓国人観光客誘客促進事業

・誘客体制整備：ツアーオフィス充実、滞在型旅行への助成（広告宣伝支援金の交付)

・国際観光アドバイザーの設置：２人（旅行会社ＯＢ等） ほか

○中国人観光客誘客促進事業

・誘客体制整備：受入・案内体制の充実、観光ＰＲ、滞在型旅行への助成（広告宣伝

支援金の交付）

拡 北関東自動車道沿線地域交流拡大推進事業 ６

（北関東自動車道の全線開通を契機とした、沿線地域における情報発信の強化等） （２）

・事業内容：沿線地域観光施設等での来訪者動向把握調査、インターネットを活用した

沿線の地域資源等の情報発信、茨城空港やＰＡ等を活用したＰＲ

※その他、いばらき夢ガイド設置事業において、北関東三県の物産と観光展や各種誘客

イベントを実施
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新 いばらき常陸秋そばの里推進事業 ６

（県内外へのブランド発信強化及び生産基盤安定化のための支援等）

・県 外 需 要 開 拓：ライフスタイル誌への特集記事の掲載、プレゼント付アンケート、

ポスター、リーフレット作成（都内常陸秋そば使用店等で配布）

・生産基盤の安定化：輪作体系づくりの検討等への補助（常陸秋そば協議会）

・種子更新率の向上：優良種子生産への補助（穀物改良協会）

・県 内 需 要 開 拓：常陸秋そば使用店認証事業への補助（常陸秋そば振興協議会）

新 畜産試験場跡地周辺基礎調査事業 １４

（畜産試験場跡地の利活用を図るための雨水排水処理に係る基礎調査の実施）

・調査内容：調整池等整備概略設計、河川流入路確認調査

・今後のスケジュール：平成23年度 基礎調査 平成24年度以降 詳細設計・工事

拡 いばらきイメージアップ推進事業 １６８

（本県のイメージアップを図るための県外向け情報発信の強化） （１５）

①テレビ情報発信強化事業（新規）

・テレビを活用した、全国への茨城の魅力発信

②メディア訪問強化事業（拡充）

・「水戸黄門」の全国的な知名度の活用やメディア訪問の強化等による露出の拡大等

③県外パブリシティ強化事業（新規）

・ＰＲ会社等のノウハウを活用した、メディアへの効果的なパブリシティ活動の実施

拡 インターネット情報発信事業 １６

（いばらきインターネット放送局等による県政情報の全国向け発信） （９）

・新県総合計画の「生活大県プロジェクト」に関する県政情報番組の制作・発信

・テーマ例：シルバーリハビリ体操、出会いサポートセンター、Ｊ－ＰＡＲＣ、理科教育

新 県民参加型魅力総発信事業 ７

（郷土に対する誇りや愛着心をはぐくむための各種事業の実施）

①「先輩からのメッセージ」

・いばらき大使による母校での講演会等を開催し、その模様を県内メディアで発信

②お手紙送ろうプロジェクト

・県内観光地等を記載した一言便箋をお年寄りに配布し、茨城をＰＲする手紙を県外の

友人等に送付

新 いばらきＩＴ行政サービス向上推進事業 ３３

（行政コスト縮減のためのクラウドコンピューティング技術等の活用検討調査の実施等）

・調査内容：県・市町村の情報システムに関する現況調査や共同化に関する調査等

・調査方法：調査員によるヒアリング等
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拡 移動通信用鉄塔施設整備支援事業 ８７

（過疎地域等において市町村が行う移動通信用鉄塔整備に対する助成） （４２）

・過疎地域への支援：３市町、８基（過疎交付金（※）で支援）

※市町村が過疎債を活用した事業の元利償還金相当の一部助成

・辺地地域への支援：１市、４基（辺地地域は平成23年度で終了予定）

・ 圏央道整備事業負担金（公共） ３，４６７

（圏央道整備に係る直轄事業負担金） （５，９４８）

・県内区間延長：約７１ｋｍ（全体計画 横浜市～木更津市 約３００ｋｍ）

・県内供用区間：約２４ｋｍ（つくば中央ＩＣ～稲敷ＩＣ）

・事 業 費：約４，０００億円

・ 筑西幹線道路整備事業（公共） ９２０

（北関東自動車道桜川筑西ＩＣと国道４号を結ぶ筑西幹線道路等の整備） （１，１００）

・全 体 計 画：約４３ｋｍ（北関東自動車道（桜川筑西ＩＣ）～国道４号）

・主な事業箇所

県事業：筑西三和線（鬼怒川新橋（仮称））等

市事業：（仮称）柳橋恩名線（古河市）、一本松茂田線（筑西市）等

※古河市及び筑西市は合併特例債を活用

・ 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業（公共） ４，５００

（朝日トンネル（仮称）等合併支援対象道路の整備事業の受託） (５，２５６）

・主な事業箇所：朝日トンネル（仮称）（土浦市、石岡市：（仮称）八郷・新治線）

筑西幹線道路関連（古河市：（仮称）柳橋恩名線）

・ 茨城港常陸那珂港区臨海土地造成事業（港湾事業特別会計） １，３３２

（常陸那珂港区における港湾関連用地の整備） （１，７６４）

・主な事業箇所：中央ふ頭地区（工業用地の埋立工 約１４ｈａ）

西部地区（工業用地の造成工 約７ｈａ）

廃棄物処理地区（港湾関連用地の整地工 約２ｈａ）
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８ 一般会計性質別内訳

（単位：百万円、％）

区 分 ２ ２ 当 初 ２２当初 ２ ３ 当 初 ２３当初 増 減 増 減 率

（Ａ） 構 成 比 （Ｂ） 構 成 比 (Ｂ－Ａ)

義 人 件 費 ３３９,３０８ ３１.６ ３３４,１８６ ３２.２ △５,１２２ △１.５

務

的 公 債 費 １３３,１６６ １２.４ １３７,４６０ １３.２ ４,２９４ ３.２

経

費 扶 助 費 ２０,２３６ １.９ ２０,７３３ ２.０ ４９７ ２.５

計 ４９２,７１０ ４５.９ ４９２,３７９ ４７.４ △３３１ △０.１

公 共 事 業 １０４,３３１ ９.７ ９５,７５５ ９.２ △８,５７６ △８.２

うち国補 ８０,８６２ ７.５ ７４,０１８ ７.１ △６,８４４ △８.５

投

うち県単 ２３,４６９ ２.２ ２１,７３７ ２.１ △１,７３２ △７.４

資

そ の 他 ２４,５４５ ２.３ ２９,３４４ ２.８ ４,７９９ １９.６

的

うち国補 ８,１５６ ０.８ ８,９７４ ０.９ ８１８ １０.０

経

うち県単 １６,３８９ １.５ ２０,３７０ １.９ ３,９８１ ２４.３

費

計 １２８,８７６ １２.０ １２５,０９９ １２.０ △３,７７７ △２.９

うち国補 ８９,０１８ ８.３ ８２,９９２ ８.０ △６,０２６ △６.８

うち県単 ３９,８５８ ３.７ ４２,１０７ ４.０ ２,２４９ ５.６

一 般 行 政 費 ３７２,６４０ ３４.６ ３４０,３０７ ３２.７ △３２,３３３ △８.７

税 交 付 金 等 ８１，０８９ ７.５ ８２，３２６ ７.９ １,２３７ １.５

合 計 １,０７５,３１５ １００.０ １,０４０,１１１ １００.０ △３５,２０４ △３.３

（注）公共事業は下水道事業（特別会計）及び区画整理事業（特別会計）除きである。
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９ 一般会計款別内訳（歳入）

（単位：百万円、％）

款 名 ２ ２ 当 初 ２２当初 ２ ３ 当 初 ２３当初 増 減 増 減 率

（Ａ） 構 成 比 （Ｂ） 構 成 比 （Ｂ－Ａ）

県 税 ２９５,７６３ ２７.５ ３０６,６０８ ２９.５ １０,８４５ ３.７

地方消費税清算金 ５０,０６２ ４.７ ５４,３２９ ５.２ ４,２６７ ８.５

地 方 譲 与 税 ３３,７４８ ３.１ ３９,８２５ ３.８ ６,０７７ １８.０

地方特例交付金 ４,０６３ ０.４ ３,０３９ ０.３ △１,０２４ △２５.２

地 方 交 付 税 １７３,０００ １６.１ １７６,７００ １７.０ ３,７００ ２.１

交通安全対策特別交付金 １,１７６ ０.１ １,１３８ ０.１ △３８ △３.２

分担金及び負担金 １０,４０８ １.０ ９,２８０ ０.９ △１,１２８ △１０.８

使用料及び手数料 １２,０３６ １.１ １１,５９１ １.１ △４４５ △３.７

国 庫 支 出 金 １１１,６５１ １０.４ １０８,３６７ １０.４ △３,２８４ △２.９

財 産 収 入 １,７３３ ０.２ ２,５０３ ０.２ ７７０ ４４.４

寄 附 金 １８ ０.０ １４ ０.０ △４ △２２.２

繰 入 金 ４１,９８０ ３.９ ４７,３３６ ４.６ ５,３５６ １２.８

繰 越 金 ５００ ０.０ ５００ ０.０ － －

諸 収 入 １６１,６９７ １５.０ １２５,３８３ １２.１ △３６,３１４ △２２.５

県 債 １７７,４８０ １６.５ １５３,４９８ １４.８ △２３,９８２ △１３.５

合 計 １,０７５,３１５ １００.０ １,０４０,１１１ １００.０ △３５,２０４ △３.３
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１０ 一般会計款別内訳（歳出）

（単位：百万円、％）

款 名 ２ ２ 当 初 ２２当初 ２ ３ 当 初 ２３当初 増 減 増 減 率

（Ａ） 構 成 比 （Ｂ） 構 成 比 （Ｂ－Ａ）

議 会 費 １,７１０ ０.２ １,８６２ ０.２ １５２ ８.９

総 務 費 ４４,５３１ ４.１ ４０,７６７ ３.９ △３,７６４ △８.５

企 画 開 発 費 ２９,４４７ ２.７ ３３,８２１ ３.２ ４,３７４ １４.９

生 活 環 境 費 １３,２８９ １.２ １２,３３２ １.２ △９５７ △７.２

保 健 福 祉 費 １６０,３４３ １４.９ １８１,９７１ １７.５ ２１,６２８ １３.５

労 働 費 ７,４８１ ０.７ ６,９７１ ０.７ △５１０ △６.８

農林水産業費 ５５,３４４ ５.１ ５０,０９９ ４.８ △５,２４５ △９.５

商 工 費 ８６,６７６ ８.１ ７３,７９３ ７.１ △１２,８８３ △１４.９

土 木 費 １３１,９４６ １２.３ ９３,１５７ ９.０ △３８,７８９ △２９.４

警 察 費 ６１,３１９ ５.７ ６０,３３３ ５.８ △９８６ △１.６

教 育 費 ２７６,００３ ２５.７ ２７１,６０４ ２６.１ △４,３９９ △１.６

災 害 復 旧 費 １,１７８ ０.１ １,０７３ ０.１ △１０５ △８.９

公 債 費 １３３,１６５ １２.４ １３７,４６０ １３.２ ４,２９５ ３.２

諸 支 出 金 ７２,７３３ ６.８ ７４,７１８ ７.２ １,９８５ ２.７

予 備 費 １５０ ０.０ １５０ ０.０ － －

合 計 １,０７５,３１５ １００.０ １,０４０,１１１ １００.０ △３５,２０４ △３.３
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＜歳出（性質別内訳）＞

47.4%

12.0%

7.9%

32.7%

2.0%

13.2%

32.2%

0.9%

1.9%

7.1%

2.1%

9.2%

2.8%

義務的経費

税交付金等

人 件 費

公 債 費

投資的経費

扶 助 費

公共事業費

その他

国補

県単

国補

一般行政費

３，３４２億円

１，３７５億円

２９３億円

２０７億円

県単

３，４０３億円

８２３億円
９５８億円
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＜歳入＞

県税

地方交付税

県債

諸収入

使用料・手数料 その他分担金及び負担金

地方譲与税

繰入金

地方消費税清算金

国庫支出金

473億3,600万円
(4.6％)

543億円2,900万円
(5.2％)

1,083億6,700万円
(10.4％)

1,767億円
（17.0％）

1,253億8,300万円
（12.1％）

1,534億9,800万円
(14.8％）

歳入総額

1兆401億1,100万円
(100%)

115億9,100万円
(1.1％)

398億2,500万円
(3.8％)

71億9,400万円
(0.6％)

・地方特例交付金
・財産収入
・交通安全対策特別交付金
・寄附金 ・繰越金

92億8,000万円
(0.9％)

3,066億800万円
(29.5%)

＜歳出＞

土木費

その他

農林水産業費

総務費

企画開発費

教育費

保健福祉費

公債費

諸支出金

商工費

警察費

2,716億400万円
(26.1%)

1,819億7,100万円
(17.5%)

1,374億6,000万円
(13.2%)

931億5,700万円
(9.0%)

747億1,800万円
(7.2%)

737億9,300万円
(7.1%)

603億3,300万円
(5.8%)

407億6,700万円
(3.9%)

338億2,100万円
(3.2%)

500億9,900万円
(4.8%)

223億8,800万円
(2.2%)

・生活環境費
・労働費
・議会費
・災害復旧費 ・予備費

歳出総額

1兆401億1,100万円
(100%)
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１１ 特別会計

（単位：百万円，％）

会 計 名 ２２当初 ２３当初 増 減 増 減 率
(Ａ) (Ｂ) (Ｂ－Ａ)

物 品 調 達 ５４ ５４ － ０.０

競 輪 事 業 １８,１７４ １５,３９８ △２,７７６ △１５.３

公 債 管 理 １２１,０３７ １４１,３４５ ２０,３０８ １６.８

市 町 村 振 興 資 金 ２,２１０ １,９７２ △２３８ △１０.８

鹿島臨海工業地帯造成事業 ５,９２８ ４,３００ △１,６２８ △２７.５

母 子 ・ 寡 婦 福 祉 資 金 ４５２ ２２６ △２２６ △５０.０

県立医療大学付属病院 ２,３３３ ２,４００ ６７ ２.９

中 小 企 業 事 業 資 金 ２,６６９ ２,６９７ ２８ １.０

農 業 改 良 資 金 ４０３ ２８２ △１２１ △３０.０

林業・木材産業改善資金 １５６ １０９ △４７ △３０.１

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 １３２ ７２ △６０ △４５.５

霞ケ浦開発事業農業用水負担金償還円滑化事業 ７２３ ７２３ － ０.０

公共用地先行取得事業 ９３７ ３６４ △５７３ △６１.２

港 湾 事 業 １７,４３５ １３,７８１ △３,６５４ △２１.０

都 市 計 画 事 業 土 地 区 画 整 理 事 業 ８１,０２６ ２３,５３４ △５７,４９２ △７１.０

流 域 下 水 道 事 業 １５,７６５ 企業会計へ移行 皆減 皆減

合 計 ２６９,４３４ ２０７,２５７ △６２,１７７ △２３.１

１２ 企業会計
（単位：百万円，％）

会 計 名 ２２当初 ２３当初 増 減 増 減 率
(Ａ) (Ｂ) (Ｂ－Ａ)

病 院 事 業 ２７,１４６ ２４,５５３ △２,５９３ △９.６

水 道 事 業 ３６,７５８ ３９,５７９ ２,８２１ ７.７

工 業 用 水 道 事 業 ２５,１１６ ２１,７２０ △３,３９６ △１３.５

地 域 振 興 事 業 ３,５２６ ３,８２１ ２９５ ８.４

特 定 公 共 下 水 道 事 業 ６,６８７ ３,９５９ △２,７２８ △４０.８

流 域 下 水 道 事 業 － １６,３３６ 皆増 皆増

合 計 ９９,２３３ １０９,９６８ １０,７３５ １０.８
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Ⅲ 債務負担行為一覧

［一般会計］

（新規）

事 項 事 業 内 容 期 間

限 度 額

地 方 債 証 券 他の地方公共団体と共同して証券を発行する地方債に 自 平成２３年度

共 同 発 行 連 帯 債 務 ついて，当該団体と連帯して償還及び利子の支払をなす 至 平成３３年度

義務を負う。 元金1,506,000,000千円及びこれに対

する利子相当額

いばらき中性子最先端 いばらき中性子最先端医療研究センターの整備に係る 平成２４年度

医療研究センター整備 工事請負契約を締結する。

工 事 請 負 契 約

159,372千円

茨城県生命物質構造 茨城県生命物質構造解析装置検出器システムに係る製 平成２４年度

解 析 装 置 検 出 器 造請負契約を締結する。

シ ス テ ム 製 造

請 負 契 約 80,640千円

環 境 保 全 施 設 茨城県環境保全施設資金融資制度に基づき，金融機関 自 平成２４年度

資 金 利 子 補 給 が中小企業者等に対し，平成23年度において資金を貸し 至 平成３０年度

付けたときは，県は当該金融機関に対し利子補給する。 融資総額3億5,823万円の融資残高に対

し，茨城県環境保全施設資金融資制度

要項に定める利子補給率を乗じて得た

額

環 境 保 全 施 設 整 備 茨城県環境保全施設整備資金利子補給制度に基づき， 自 平成２４年度

資 金 利 子 補 給 政府系金融機関が中小企業者に対し，平成23年度におい 至 平成３８年度

て資金を貸し付けたときは，県は当該中小企業者に対し 融資総額2,500万円の融資残高に対し，

利子補給する。 茨城県環境保全施設整備資金利子補給

金交付要項に定める利子補給率を乗じ

て得た額

新 事 業 促 進 新事業促進融資制度に基づき，茨城県信用保証協会が 自 平成２３年度

融 資 損 失 補 償 保証した債務によって損失が生じたときは，県がその損 至 平成３２年度

失を補償する旨の契約を当該協会と締結する。

23,000千円

新 事 業 促 進 新事業促進融資制度及び小規模企業支援融資制度に基 自 平成２３年度

融 資 損 失 補 償 づき，茨城県信用保証協会が保証した債務によって損失 至 平成３５年度

が生じたときは，県がその損失を補償する旨の契約を当

該協会と締結する。 13,000千円

パ ワ ー ア ッ プ パワーアップ融資制度及び小規模企業支援融資制度に 自 平成２３年度

融 資 損 失 補 償 基づき，茨城県信用保証協会が保証した債務によって損 至 平成３５年度

失が生じたときは，県がその損失を補償する旨の契約を

当該協会と締結する。 292,000千円

セ ー フ テ ィ ネ ッ ト セーフティネット融資制度及び小規模企業支援融資制 自 平成２３年度

融 資 損 失 補 償 度に基づき，茨城県信用保証協会が保証した債務によっ 至 平成３２年度

て損失が生じたときは，県がその損失を補償する旨の契

約を当該協会と締結する。 528,000千円
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事 項 事 業 内 容 期 間

限 度 額

再 生 支 援 融 資 再生支援融資制度に基づき，茨城県信用保証協会が保 自 平成２３年度

損 失 補 償 証した債務によって損失が生じたときは，県がその損失 至 平成３２年度

を補償する旨の契約を当該協会と締結する。

12,000千円

災 害 対 策 融 資 災害対策融資制度及び小規模企業支援融資制度に基づ 自 平成２３年度

損 失 補 償 き，茨城県信用保証協会が保証した債務によって損失が 至 平成３５年度

生じたときは，県がその損失を補償する旨の契約を当該

協会と締結する。 3,000千円

小 規 模 企 業 者 等 小規模企業者等設備導入資金助成法に基づき，茨城県 自 平成２３年度

設 備 資 金 貸 付 事 業 中小企業振興公社が行う設備資金貸付事業について損失 至 平成３６年度

損 失 補 償 が生じたときは，県がその損失を補償する旨の契約を当

該公社と締結する。 70,000千円

失 業 者 等 生 活 資 金 失業者等生活資金融資制度に基づき，日本労働者信用 自 平成２３年度

融 資 損 失 補 償 基金協会が保証した債務によって損失が生じたときは， 至 平成２９年度

県がその損失を補償する旨の契約を当該協会と締結する。

7,750千円

勤 労 者 生 活 資 金 勤労者生活資金融資制度に基づき，日本労働者信用基 自 平成２３年度

融 資 損 失 補 償 金協会が保証した債務によって損失が生じたときは，県 至 平成２９年度

がその損失を補償する旨の契約を当該協会と締結する。

1,440千円

緊 急 雇 用 対 策 訓 練 介護福祉士養成訓練業務に係る委託契約を締結する。 平成２４年度

業 務 委 託 契 約

79,380千円

緊 急 雇 用 対 策 訓 練 農業実践訓練業務に係る委託契約を締結する。 平成２４年度

業 務 委 託 契 約

1,701千円

農 業 近 代 化 資 金 農業近代化資金融通法に基づき，金融機関が農業者等 自 平成２４年度

利 子 補 給 に対し，平成23年度において資金を貸し付けたときは， 至 平成４３年度

県は当該金融機関に対し利子補給する。 融資総額２０億円の融資残高に対し，

茨城県農業近代化資金利子補給金交

付規程第３条に規定する率を乗じて

得た額

農 業 経 営 負 担 軽 減 茨城県農業経営負担軽減支援資金利子補給金交付要項 自 平成２４年度

支 援 資 金 利 子 補 給 に基づき，金融機関が農業者に対し，平成23年度におい 至 平成３８年度

て資金を貸し付けたときは，県は当該金融機関に対し利 融資総額５千万円の融資残高に対し，

子補給する。 茨城県農業経営負担軽減支援資金利子

補給金交付要項第２条に規定する率を

乗じて得た額

- 45 -



事 項 事 業 内 容 期 間

限 度 額

農 作 物 災 害 経 営 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基づき，金融 自 平成２４年度

資 金 等 利 子 補 給 機関が被害農業者等に対し，平成23年度において５億円 至 平成３５年度

（ 現 年 災 分 ） の範囲内で経営資金等を貸し付けたときは，県は市町村 融資総額５億円の融資残高に対し，茨

が当該金融機関に対し利子補給した額の一部を補助する。 城県農林漁業災害対策特別措置条例施

行規則第３条に規定する率を乗じて得

た額

農 作 物 災 害 経 営 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基づき，被害 平成２６年度以降

資 金 等 損 失 補 償 農業者等に対し，経営資金を貸し付けた金融機関に損失

（ 現 年 災 分 ） が生じたときは，県は市町村が当該金融機関に対し損失

補償した額の一部を補助する。 200,000千円

野 菜 価 格 安 定 対 策 園芸いばらき振興協会が，農畜産業振興機構に対して 自 平成２３年度

事 業 費 補 助 支払う指定野菜価格安定対策資金に不足が生じた場合， 至 平成２４年度

県が協会に対し，県の必要造成計画額の４分の１を限度

とし，その不足額を補助する。 220,370千円

茨城県農林振興公社 茨城県農林振興公社が管理している分収林を県が引き 自 平成２３年度

分 収 林 債 務 承 継 受けて事業を継続し，日本政策金融公庫の債務を約定に 至 平成６１年度

従って償還する。

172,102千円

漁 業 近 代 化 資 金 等 漁業近代化資金融通法に基づき金融機関が漁業者等に 自 平成２４年度

利 子 補 給 対し，平成23年度において資金を貸し付けたときは，県 至 平成３７年度

は当該金融機関に対し利子補給する。 融資総額３億円の融資残高に対し，茨

城県漁業近代化資金等利子補給金交付

要項第３条に規定する率を乗じて得た

額

水 産 加 工 経 営 改 善 茨城県水産加工経営改善促進資金利子補給金交付要項 自 平成２４年度

促 進 資 金 利 子 補 給 に基づき，金融機関が水産加工業者に対し，平成23年度 至 平成２６年度

において資金を貸し付けたときは，県は当該金融機関に 融資総額１億円の融資残高に対し，茨

対し利子補給する。 城県水産加工経営改善促進資金利子補

給金交付要項第４条に規定する率を乗

じて得た額

漁 港 区 域 海 岸 平潟漁港海岸，北茨城市平潟町地内の護岸改良に係る 平成２４年度

老朽化対策緊急事業 工事請負契約を締結する。

工 事 請 負 契 約

133,886千円

漁 港 区 域 海 岸 会瀬漁港海岸，日立市旭町地内の護岸改良に係る工事 平成２４年度

老朽化対策緊急事業 請負契約を締結する。

工 事 請 負 契 約

198,135千円

県営かんがい排水事業 長井戸沼地区の排水機場電気設備補修に係る工事請負 平成２４年度

工 事 請 負 契 約 契約を締結する。

75,150千円
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事 項 事 業 内 容 期 間

限 度 額

新 公 共 事 業 新公共事業執行管理システム開発業務に係る委託契約 平成２４年度

執 行 管 理 シ ス テ ム を締結する。

開 発 業 務 委 託 契 約

109,043千円

地 方 道 路 整 備 一般県道市毛水戸線，水戸市水府町地内の水府橋外４ 平成２４年度

工 事 請 負 契 約 箇所の地方道路整備に係る工事請負契約を締結する。

＜参考＞ 限度額内訳 1,300,000千円

橋 名 金額（千円） 概 要

水府橋 700,000 上部工

加草橋 250,000 下部工

小貝川新橋 200,000 下部工

手這坂高架橋 100,000 上部工

来栖跨線橋 50,000 上部工

計 1,300,000

地 方 道 路 整 備 一般県道城里那珂線，那珂市戸地内の那珂川新橋の地 自 平成２４年度

工 事 請 負 契 約 方道路整備に係る工事請負契約を締結する。 至 平成２５年度

1,200,000千円

合併市町村幹線道路 石岡市道Ｂ8679号線，石岡市柴内地内及び土浦市道新 平成２４年度

緊 急 整 備 支 援 事 業 治Ⅰ級14号線，土浦市小野地内の朝日トンネル（仮称）

工 事 請 負 契 約 の合併市町村幹線道路緊急整備に係る工事請負契約を締

結する。 700,000千円

橋 梁 工 事 一般県道日立港線のＪＲ常磐線跨線橋(甕の橋側道橋) 平成２４年度

費 用 負 担 契 約 の架替工事に係る費用負担について，東日本旅客鉄道株

式会社水戸支社長と契約を締結する。

40,000千円

鉄 道 橋 梁 工 事 一級河川相野谷川河川改修工事に伴う取手市井野地先 自 平成２４年度

費 用 負 担 契 約 のＪＲ常磐線鉄道橋梁架替工事に係る費用負担につい 至 平成２８年度

て，東日本旅客鉄道株式会社水戸支社長と契約を締結す

る。 3,100,000千円

飯田ダムテレメータ 飯田ダムテレメータ放流警報設備更新改良工事に係る 平成２４年度

放 流 警 報 設 備 更 新 工事請負契約を締結する。

改 良 工 事 請 負 契 約

135,000千円

公 共 用 地 先 行 公共用地先行取得について，茨城県土地開発公社理事 自 平成２４年度

取 得 委 託 契 約 長と委託契約を締結する。 至 平成２７年度

972,000千円及びこれに対する利子並

びに事務費の合計額
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事 項 事 業 内 容 期 間

限 度 額

県 営 住 宅 建 設 桜川団地外２団地の県営住宅の建設に係る工事請負契 平成２４年度

工 事 請 負 契 約 約を締結する。

＜参考＞限度額内訳

団地名 金額（千円） 戸数 678,600千円

桜川 261,000 30

滑川第二 208,800 24

勝倉 208,800 24

計 678,600 78

県 立 学 校 建 設 県立土浦第三高等学校及び県立水海道第一高等学校の 平成２４年度

工 事 請 負 契 約 老朽校舎改築に係る工事請負契約を締結する。

＜参考＞限度額内訳

学校名 金額（千円） 1,304,193千円

土浦三 602,378

水海道一 701,815

計 1,304,193

自 然 博 物 館 展 覧 会 自然博物館の展覧会開催業務に係る委託契約を締結す 平成２４年度

開 催 業 務 委 託 契 約 る。

1,000千円

放 置 車 両 確 認 等 放置車両の確認及び標章の取付け事務に係る委託契約 自 平成２４年度

事 務 委 託 契 約 を締結する。 至 平成２６年度

159,717千円

警 察 情 報 シ ス テ ム 警察情報システム最適化プロジェクトの管理及び調達 平成２４年度

最適化プロジェクト 支援等に係る委託契約を締結する。

管 理 業 務 委 託 契 約

10,000千円

［特別会計］

（新規）

事 項 事 業 内 容 期 間

限 度 額

取 手 競 輪 場 取手競輪場バックスタンドの耐震補強及び一部改築に 自 平成２４年度

バックスタンド耐震等 係る工事請負契約を締結する。 至 平成２５年度

改 築 工 事 請 負 契 約

1,078,409千円
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［企業会計］

（新規）

事 項 事 業 内 容 期 間

限 度 額

霞 ケ 浦 湖 北 流 域 霞ケ浦湖北流域下水道事業の処理場整備に係る工事請 平成２４年度

下 水 道 工 事 負契約を締結する。

請 負 契 約

565,857千円

霞 ケ 浦 常 南 流 域 霞ケ浦常南流域下水道事業の処理場整備に係る工事請 平成２４年度

下 水 道 工 事 負契約を締結する。

請 負 契 約

168,000千円

霞 ケ 浦 水 郷 流 域 霞ケ浦水郷流域下水道事業の処理場整備に係る工事請 平成２４年度

下 水 道 工 事 負契約を締結する。

請 負 契 約

203,400千円

小 貝 川 東 部 流 域 小貝川東部流域下水道事業の管渠整備に係る工事請負 平成２４年度

下 水 道 工 事 契約を締結する。

請 負 契 約

160,000千円

那 珂 久 慈 ブ ロ ッ ク 那珂久慈ブロック広域汚泥処理事業の処理場整備に係 平成２４年度

広 域 汚 泥 処 理 工 事 る工事請負契約を締結する。

請 負 契 約

245,000千円

鹿 島 臨 海 都 市 計 画 鹿島臨海都市計画下水道事業の処理場及び管渠整備に 平成２４年度

下 水 道 事 業 係る工事請負契約を締結する。

工 事 請 負 契 約

430,000千円

県 南 広 域 県南広域水道建設事業の浄水施設薬品注入機械設備工 平成２４年度

水 道 建 設 事 業 事等請負契約を締結する。

工 事 請 負 契 約

1,198,000千円

鹿 行 広 域 鹿行広域水道建設事業の浄水施設沈澱池機械設備工事 平成２４年度

水 道 建 設 事 業 等請負契約を締結する。

工 事 請 負 契 約

592,300千円

鹿 行 広 域 鹿行広域水道建設事業の浄水施設管理本館電気設備工 自 平成２４年度

水 道 建 設 事 業 事請負契約を締結する。 至 平成２５年度

工 事 請 負 契 約

384,006千円

鹿 行 広 域 鹿行広域水道建設事業の浄水施設中央監視制御設備工 自 平成２４年度

水 道 建 設 事 業 事請負契約を締結する。 至 平成２６年度

工 事 請 負 契 約

643,577千円
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事 項 事 業 内 容 期 間

限 度 額

県 西 広 域 県西広域水道建設事業の増圧ポンプ場建築工事等請負 平成２４年度

水 道 建 設 事 業 契約を締結する。

工 事 請 負 契 約

2,276,764千円

県 南 広 域 水 道 事 業 県南広域水道事業の粒状活性炭再生業務に係る委託契 平成２４年度

浄 水 処 理 関 連 約を締結する。

業 務 委 託 契 約

103,539千円

鹿 行 広 域 水 道 事 業 鹿行広域水道事業の粒状活性炭再生業務に係る委託契 平成２４年度

浄 水 処 理 関 連 約を締結する。

業 務 委 託 契 約

52,626千円

県 西 広 域 水 道 事 業 県西広域水道事業の粒状活性炭再生業務に係る委託契 平成２４年度

浄 水 処 理 関 連 約を締結する。

業 務 委 託 契 約

45,539千円

県中央広域水道事業 県中央広域水道事業の粒状活性炭再生業務に係る委託 自 平成２４年度

浄 水 処 理 関 連 契約を締結する。 至 平成２５年度

業 務 委 託 契 約

61,926千円

新公共事業執行管理 新公共事業執行管理システム開発業務に係る委託契約 平成２４年度

シ ス テ ム 開 発 業 務 を締結する。

委 託 契 約

5,174千円

鹿 島 鹿島工業用水道建設事業の浄水施設管理本館電気設備 自 平成２４年度

工業用水道建設事業 工事請負契約を締結する。 至 平成２５年度

工 事 請 負 契 約

354,858千円

鹿 島 鹿島工業用水道建設事業の浄水施設中央監視制御設備 自 平成２４年度

工業用水道建設事業 工事請負契約を締結する。 至 平成２６年度

工 事 請 負 契 約

464,803千円

県 西 広 域 県西広域工業用水道建設事業の浄水施設中央監視制御 平成２４年度

工業用水道建設事業 設備工事請負契約を締結する。

工 事 請 負 契 約

114,800千円
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Ⅳ 条例その他の議案の概要

議 案 内 容

（人事課，病院局） 改正の内容

茨城県職員定数条例の一部を改

正する条例 区 分 定 数 （人）

改正前 改正後 増減

病院局における診療体制の充実 病院事業管理者の事務部局の職員 860 970 110

を図るため，所要の改正をしよう

とするものである。

（施行日 平成23年４月１日）

（人事課） 改正の内容

茨城県行政組織条例の一部を改

正する条例 ・利根流域下水道事務所の廃止

（霞ケ浦流域下水道事務所の支所化）

流域下水道事業に地方公営企業

法の財務規定等を適用することに

合わせ，下水道事務所を再編統合

するため，所要の改正をしようと

するものである。 （施行日 平成23年４月１日）

（財政課，税務課，長寿福祉課，産業 改正の内容

政策課）

茨城県手数料徴収条例の一部を (1)介護支援専門員実務研修受講試験手数料に係る改正

改正する条例 介護支援専門員実務研修受講試験手数料を介護保険法に基

づき指定試験実施機関の収入とするための改正

介護支援専門員実務研修受講試 (2)計量法施行令の改正に伴う計量法関係手数料の整理

験手数料を介護保険法に基づき指 検査対象の特定計量器からベックマン温度計及びボンベ型

定試験実施機関の収入とする等， 熱量計を削除

所要の改正をしようとするもので (3)その他所要の改正

ある。 （施行日 平成23年４月１日）

（税務課） 改正の内容

茨城県県税条例の一部を改正す

る条例 (1)税率の特例

区 分 税 率

アメリカ合衆国軍隊の構成員等 普通 乗用車 総排気量4.5リットル以下 年額19,000円

の所有する自動車が本県を定置場 自動 総排気量4.5リットル超 年額22,000円

として登録されたことに伴い，日 車 トラック 年額32,000円

米地位協定等に基づき，当該自動 小型自動車 年額 7,500円

車に係る自動車税の税率，納期及 特種用途自動車 自動車の種類及び大きさに応

び徴収方法の特例を設けるため， じ，上記のうちいずれかの額

所要の改正をしようとするもので (2)納期の特例：毎年４月１日から４月30日まで（賦課期日後

ある。 に納税義務が発生した場合は，納税義務が発

生した月の翌月末まで）

(3)徴収方法の特例：証紙徴収の方法による

（施行日 公布の日）
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議 案 内 容

（厚生総務課） 改正の内容

茨城県立医療大学付属病院の設

置及び管理に関する条例の一部を ・死亡診断書：１通につき2,310円 → １通につき3,150円

改正する条例

他の公的医療機関等の状況等を

勘案し，県立医療大学付属病院に

おける死亡診断書の交付に係る手

数料の額を改定するため，所要の （施行日 平成23年４月１日）

改正をしようとするものである。

（医療対策課） 改正の内容

茨城県医師修学資金貸与条例の

一部を改正する条例 ・貸付対象

・県外の大学（大学院を除く）の医学を履修する課

筑波大学の医学を履修する課程 改正前 程に在学する者で，県内出身の者

に在学する者を医師修学資金の貸 ・特定地域内の医療機関等において将来医師の業務

与の対象とするため，所要の改正 に従事しようとするもの

をしようとするものである。 ・大学（大学院を除く）の医学を履修する課程に在

改正後 学する者（県外の大学の医学を履修する課程に在

学する者は，県内出身の者に限る）

・特定地域内の医療機関等において将来医師の業務

に従事しようとするもの

（施行日 平成23年４月１日）

（医療対策課） 改正の内容
茨城県医療施設耐震化臨時特例

基金条例の一部を改正する条例 ・実施期間：平成23年３月31日まで → 平成26年３月31日まで

医療施設の耐震化整備に要する （施行日 公布の日）

期間が延長されたことに伴い，基
金事業の実施期間を延長するた （参考）現在の基金の概要

め，所要の改正をしようとするも ・設置目的：地震発生時における適切な医療提供体制の確保

のである。 ・積 立 額：国から交付を受けた医療施設耐震化臨時特例交付

金の額
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議 案 内 容

（子ども家庭課） 改正の内容

茨城県認定こども園の認定基準

に関する条例の一部を改正する条 ・認定基準の改正

例 保育所型認定こども園においても，満３歳以上の子どもに

対する食事の提供を他の者に委託することができるものとする

文部科学大臣と厚生労働大臣と

が協議して定める認定こども園の

施設の設備及び運営に関する基準

の一部改正を踏まえ，所要の改正 （施行日 平成23年４月１日）

をしようとするものである。

（産業技術課） 改正の内容

茨城県工業技術センターの使用

料及び手数料徴収条例の一部を改 (1)新 た に 追 加 す る 設 備 ・ 試 験 等：11項目

正する条例 (2)機器の不能等により削除する設備・試験等：５項目

設備の開放等に伴い，設備使用

料及び試験等手数料について，所

要の改正をしようとするものであ

る。 （施行日 平成23年４月１日）

（農政企画課） 改正の内容

茨城県立農業大学校の設置及び

管理に関する条例の一部を改正す (1)受講料：１種類につき18,000円以内で知事が定める額

る条例 （600円×30日=18,000円以内）

(2)納 付：受講を開始する日までに納付

短期の研修教育を受講する者か

ら受講料を徴収するため，所要の

改正をしようとするものである。

（施行日 平成23年４月１日）

（下水道課） 改正の内容

茨城県鹿島臨海都市計画下水道

事業の設置等に関する条例の一部 (1)題名の改正

を改正する条例 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業の設置等に関する条例

→茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事

流域下水道事業に地方公営企業 業の設置等に関する条例

法の財務規定等を適用するため， (2)流域下水道事業に，地方公営企業法の財務規定等を平成23

所要の改正をしようとするもので 年４月１日から適用する旨の規定を追加

ある。 (3)流域下水道事業の経営の基本に関する事項に係る規定を追

加

（施行日 平成23年４月１日）
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議 案 内 容

（下水道課） 条例の内容

茨城県流域下水道事業基金条例 茨城県流域下水道事業基金の設置

(1)設置目的：県が経営する流域下水道事業の健全な運営に資

流域下水道事業に地方公営企業 する

法の財務規定等を適用することに (2)積 立 額：流域下水道事業会計予算で定めた額

伴い，資金積立基金条例により設 (3)処 分：流域下水道の設置，改築，修繕，維持その他の

置している流域下水道事業基金を 管理に要する費用に充てる場合

他の基金と明確に区分するため，

本条例を制定しようとするもので

ある。 （施行日 平成23年４月１日）

（企業局，病院局） 改正の内容

企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例及び病院事業職員の ・自宅に係る住居手当の廃止（経過措置あり）

給与の種類及び基準に関する条例

の一部を改正する条例

自宅に係る住居手当を廃止する

ため，所要の改正をしようとする

ものである。 （施行日 平成23年４月１日）

（病院局） 改正の内容

茨城県病院事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例 ・死亡診断書：１通につき2,310円 → １通につき3,150円

他の公的医療機関等の状況等を

勘案し，県立病院における死亡診

断書の交付に係る手数料の額を改

定するため，所要の改正をしよう

とするものである。 （施行日 平成23年４月１日）

（警務課） 改正の内容

茨城県地方警察職員定員条例の

一部を改正する条例 区 分 定 員 （人）

改正前 改正後 増減

警察法施行令の一部改正に伴 警 視 143 143 －

い，所要の改正をしようとするも 警 部 310 311 1

のである。 警察官 警部補及び巡査部長 2,774 2,784 10

巡 査 1,453 1,459 6

小 計 4,680 4,697 17

その他の職員 581 581 －

合 計 5,261 5,278 17

（施行日 平成23年４月１日）
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議 案 内 容

（総務部出資団体指導・行政監察室） 議案の内容

包括外部監査契約の締結につい

て (1)契 約 の 目 的：包括外部監査及び当該監査の結果に関する

報告

地方自治法の規定に基づき，包 (2)契 約 の 始 期：平成23年４月１日

括外部監査について，公認会計士 (3)契 約 金 額：1,575万円を上限とする額

小林保弘と契約を締結しようとす (4)契約の相手方：公認会計士 小林 保弘

るものである。

（女性青少年課） 議案の内容

男女共同参画の推進に関する基

本的な計画について 茨城県男女共同参画基本計画（第２次）

(1)計画期間：平成23年度～平成27年度（５年間）

茨城県男女共同参画推進条例 (2)基本計画の概要

の規定に基づき，男女共同参画 第１章 計画策定の基本的考え方

の推進に関する基本的な計画を Ⅰ 計画の概要

定めることについて，承認を求 Ⅱ 計画策定の背景

めようとするものである。 Ⅲ 男女共同参画を取り巻く潮流

第２章 基本計画

Ⅰ 計画を推進するための基本的方向

基本目標Ⅰ 男女の人権が尊重される社会の構築

基本目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進

基本目標Ⅲ 多様な働き方を可能にする環境の整備

Ⅱ 推進体制と進行管理

（下水道課） 変更の内容

水戸市，日立市，北茨城市，笠

間市，ひたちなか市，茨城町，城 (1)規約の変更

里町及び日立・高萩広域下水道組 ・第４条中「茨城県流域下水道事業特別会計」

合に係る汚泥焼却炉施設等の建設 →「茨城県流域下水道事業会計」

及び維持管理に関する事務の委託 (2)変 更 日：平成23年４月１日

に関する規約の変更について

流域下水道事業への地方公営企

業法の財務規定等の適用に伴い，

事務の委託に関する規約につい

て，所要の変更をしようとする

ものである。
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議 案 内 容

（下水道課） 議案の内容

霞ケ浦常南，霞ケ浦湖北，霞ケ

浦水郷，那珂久慈，利根左岸さし 流域下水道の維持管理に要する費用負担額（Ｈ23年度分）

ま，鬼怒小貝及び小貝川東部流域 （単位：千円）

下水道の維持管理に要する費用に 流域下水道名 負担額 市 町 村

係る関係市町村の負担額について 霞ケ浦常南 1,949,924 龍ケ崎市外５市町

霞ケ浦湖北 1,769,712 土浦市外４市町

下水道法の規定に基づき，霞ケ 霞ケ浦水郷 357,630 潮来市，行方市

浦常南，霞ケ浦湖北，霞ケ浦水郷， 那珂久慈 1,906,494 水戸市外８市町村，ひたちな

那珂久慈，利根左岸さしま，鬼怒 か・東海広域事務組合

小貝及び小貝川東部流域下水道の 利根左岸さしま 250,886 古河市，坂東市，境町

維持管理に要する費用の市町村負 鬼怒小貝 337,880 下妻市外３市町

担額を定めようとするものであ 小貝川東部 301,938 筑西市外３市

る。 計 6,874,464
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Ⅴ 「事務事業再構築結果」主なものの一覧

(単位;千円)

事 業 名 Ｈ２２当初 Ｈ２３当初 見 直 し の 概 要

県政テレビ広報費 158,861 120,000 テレビによる情報発信について、特定の番

組を前提とした手法から、民間からの提案な

38,861千円 どを踏まえたより効果的・効率的な情報発信

を削減 の手法に見直す。

（新規事業「テレビ情報発信強化事業費」）

県税確保対策費 1,500 － ゴルフ場利用税の啓蒙のため、茨城県ゴル

フ場協会が実施する研修会等に係る報償金を

交付するものであるが、平成元年度以降２０

年以上の事業の実施により、所期の目的を達

成したと考えられることから、本事業を廃止

する。

らくらく乗り降り 21,376 18,218 これまで単独市町村の場合において市町村

バス普及促進事業 協調補助を実施していたが、広域運行の場合

費 3,158千円 においても市町村協調補助を導入することと

を削減 し、制度を見直す。

芸術文化事業推進 11,814 - 海外オーケストラの講演事業は、県内各地

費 域において実施されるようになってきたこと

から、本事業を廃止する。

交流サルーンいば 6,564 4,543 交流サルーンいばらきの運営業務を行う嘱

らき管理運営委託 託職員については、業務内容を見直すことに

費 2,021千円 より、常時２名から１名を基本とすることと

を削減 し、事業費を縮小する。

危険物取扱者保安 3,545 － 危険物取扱者保安講習の受講率向上のため

講習促進事業費 対象者への事前通知等による普及啓発事業を

行ってきたが、受講者が年々増加しているこ

とから、本事業を廃止する。

医療費助成（マル 210,306 189,467 Ｈ23年4月にレセプトが電子化・オンライ

福）制度事務助成 ン化されることに伴い、国民健康保険団体連

費 20,839千円 合会等に支払う医療費審査支払手数料を見直

を削減 し、県補助金を削減する。
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(単位;千円)

事 業 名 Ｈ２２当初 Ｈ２３当初 見 直 し の 概 要

国民健康保険団体 5,397 － 補助事業開始から既に50年以上が経過し、

連合会助成費 Ｈ20決算で7億円を超える会務運営積立金を

保有するなど、自立化が図られたこと、既に

大半の都道府県で補助を廃止していることか

ら、本事業を廃止する。

自閉症児等療育対 3,262 270 児童相談所において、就学前の自閉症児へ

策費 の療育訓練等を行ってきたところだが、市町

2,992千円 村職員への研修会の実施等により、市町村を

を削減 中心とする地域での療育支援体制が整備され

てきたことから、自閉症児親子教室事業を廃

止する。

設備資金貸付費 721,800 716,078 貸付実績が低下しているため、特別会計の

（中小企業事業資 貸付原資の余剰金が増加していることから、

金特別会計） 資金の一部を一般会計に返還し、歳入を確保

する。

いばらき営農塾開 13,519 9,619 農業大学校において、就農希望者等に対し

設事業費 て農業技術習得のための短期研修を無償で行

2,256千円 ってきたが、受益者負担適正化の観点から、

を確保 受講料徴収を行うよう条例を改正し、歳入を

確保する。

いばらき農業元気 1,348 － 大学との連携により県内銘柄産地のリーダ

アップ女性リーダ ーとして活躍できる女性農業者を育成する講

ー育成事業費 座を実施してきたが、主要産地の女性農業者

の研修を終えて、地域活動等の成果を上げた

ことから、本事業を廃止する。

水産業信用保証料 3,956 1,456 漁業者の運転資金の借入に際し、茨城県漁

補助 業信用基金協会が保証する場合に保証料の一

2,500千円 部を補助してきたが、新規借入れに対する保

を削減 証料補助を実施している県がないことから、

新規借入に対する補助を廃止する。
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(単位;千円)

事 業 名 Ｈ２２当初 Ｈ２３当初 見 直 し の 概 要

ヒラメ資源増大パ 16,302 13,040 (財)茨城県栽培漁業協会が実施するヒラメ

イロット事業費補 の種苗生産や放流効果実証への補助を行って

助 3,262千円 きたが、放流効果等の一応の成果が見られて

を削減 きたことから、補助率について制度を見直

す。

県北中山間こだわ 1,250 － 県北中山間地域の農産物直売所において、

り産地元気アップ 販売や集荷方法の改善等の実践活動に対する

事業費 補助を行ってきたが、補助実績が少ないこと

から、本事業を廃止する。

建設業振興資金貸 150,000 100,000 工事立替金制度を行う（社）茨城県建設業

付金 協会に対して行う貸付について、全国でも半

数以上の県に制度がないこと等に鑑み、制度

融資により代替することが可能な部分につい

て事業費を縮小する。

県民木造住宅等建 5,864 3,199 地域材を利用する在来木造住宅への利子補

設資金利子補給 給について、近県での見直し事例等に鑑み、

新規募集を停止し、継続分の利子補給に事業

費を縮小する。

教育情報紙発行費 10,203 7,703 インターネットによる教育情報発信を充実

させることにより、「教育いばらき」発行回

2,500千円 数を年４回から３回に減らし、経費の削減を

を削減 図る。

学校支援地域本部 40,059 － 39市町村が学校支援地域本部を設置してお

事業費 り、設置していない5市村においても、同様

の取組を実施していることから、市町村の自

主的な取組に委ね、本事業を廃止する。

日本スポーツ振興 118,487 119,042 共済掛金の県立学校の保護者負担率を独立

センター災害共済 行政法人日本スポーツ振興センター法施行令

掛金 6,972千円 で定めた上限相当まで引上げ、歳入の確保を

の歳入増 図る。
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(単位;千円)

事 業 名 Ｈ２２当初 Ｈ２３当初 見 直 し の 概 要

嘱託職員雇用費 246,204 247,475 警察学校等の給食業務を完全民営化し効率

(交番相談員及び 化を図る一方、不在交番対策として交番相談

調理嘱託分) 員を増員し、全交番に配置する。

区分 H22 H23 増減

交番相談員 78人 91人 ＋13人

調理嘱託 13人 -人 △13人

計 91人 91人 -人
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